
 

 

 

人 事 院 会 議 議 事 録  

 

                                                              

会 議 日 

 令和７年１２月１７日 水曜日 

 

会議の出席者 

 

            川本総裁 伊藤人事官 土生人事官 

           （幹 事）   佐々木事務総長、堀内総括審議官 

           （説明員）  （給与局） 

             伊藤給与第二課長、井手給与第三課長 

 

 議 題 

給与法の改正を踏まえた人事院規則の一部改正等 

 

 議事の概要 

  

○ 議題「給与法の改正を踏まえた人事院規則の一部改正等」について、担当局か

ら別添のとおり説明があった。 

 

○ 議題については、三人事官一致で議決された。 

 

 



委員、顧問、参与等の職にある非常勤職員の手当に係る人事院の承認を得たものと
みなす額（26,800円未満）について、指定職俸給表の平均改定率（2.8％）を踏ま
え、800円引き上げる改正

【人事院規則９ー１第２条】

１ 人事院規則９ー１（非常勤職員の給与）の一部改正

給与法の改正を踏まえた人事院規則の一部改正等について 院議資料

本年の人事院勧告及び給与法等一部改正法（以下「令和７年改正法」という。）の施行に基づき、本年４月１日に遡及して適用す
る必要がある事項等について、以下のとおり改正を行うこととしたい。

令和７年１２月１７日
職員福祉局・給与局

宿日直勤務対象職員の給与の状況を踏まえ、宿日直勤務別の手当額を引き上げる改正

【人事院規則９ー１５第２条】

２ 人事院規則９ー１５（宿日直手当）の一部改正

最高号俸の俸給月額に対応して水準が定められている一部の手当額を、俸給表の引
上げ改定後の最高号俸の俸給月額に基づいて算定した額に引き上げる改正

【人事院規則９ー１７別表第２】

３ 人事院規則９ー１７（俸給の特別調整額）の一部改正

勤勉手当について、平均支給月数の引上げに伴い、以下の改正を行う。

① 令和７年12月期の職員区分別の成績率を引き上げる改正

② 令和８年６月期以降の職員区分別の成績率を６月期と12月期で同率にする改正

【人事院規則９ー４０第13条及び第13条の２】

５ 人事院規則９ー４０（期末手当及び勤勉手当）の一部改正

【公布日】 令和７年改正法の公布の日
【施行日】 1～4、 5の① 、6、7、９：令和７年改正法の公布の日（令和7年4月１日から適用）

8 ：令和７年改正法の公布の日
5の② ：令和８年４月１日施行

特地勤務手当に準ずる手当の支給対象の拡大に伴う規定の整備、特地勤務手当等の額
の算定基礎の合理化、特地勤務手当と地域手当との減額調整の廃止、特地勤務手当
に準ずる手当と広域異動手当との減額調整の廃止、特地官署等の指定の見直し期間に
係る規定の廃止

【人事院規則９ー５５第２条～第７条、第８条の２、第１０条、第１１条】

６ 人事院規則９ー５５（特地勤務手当等）の一部改正

本府省の幹部・管理職員への支給対象の拡大及び本府省の課長補佐級以下の職員の
手当額を引き上げる改正

【人事院規則９ー１２３第２条、第４条、第６条、附則別表、別表】

７ 人事院規則９ー１２３（本府省業務調整手当）の一部改正

初任給調整手当について、医療職俸給表(一)の改定状況（平均3.0％引上げ）を勘案
し、期間の区分別・職員の区分別の手当額を引き上げる改正を行う。

【人事院規則９ー３４別表第１・別表第２】

４ 人事院規則９ー３４（初任給調整手当）の一部改正

※ 上記の人事院規則９ー５５（特地勤務手当等）及び人事院規則９ー１２３（本府省業務調整手当）の改正に伴い、昭和３８年人事院公示第５号（権限委任公示）の規定の整備等も行う。

令和７年改正法附則第２条の規定に基づき、適用日（令和７年４月１日）前から任
期付職員法第７条第３項の規定により最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職
員について、適用日における俸給月額を俸給表改定に対応した額に決定するための
切替え規定を新たに設ける。

８ 人事院規則９ー１５３（令和７年改正法附則第２条の規定による最
高の号俸を超える俸給月額を受ける特定任期付職員の俸給月額
の切替え）の制定

９ 人事院規則１６ー０（職員の災害補償）の一部改正

特地勤務手当に準ずる手当の支給対象の拡大に伴い、採用日に被災した場合の平均
給与額の算定対象となる給与として特地勤務手当に準ずる手当を追加する改正

【人事院規則１６ー０第１３条、第１５条、第１６条】
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常
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職
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）
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改
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を
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す
る
。
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和
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日
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―
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（
非
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す
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す
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。
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掲
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付
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掲
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付
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後
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正
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二
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給
与
法
第
二
十
二
条
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一
項
に
掲
げ
る
職
員
に

第
二
条

給
与
法
第
二
十
二
条
第
一
項
に
掲
げ
る
職
員
に

手
当
を
支
給
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
額

手
当
を
支
給
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
額

が
勤
務
一
日
に
つ
き
二
万
七
千
六
百
円
未
満
の
額
で
あ

が
勤
務
一
日
に
つ
き
二
万
六
千
八
百
円
未
満
の
額
で
あ



る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
の
適
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に
つ
い
て
は
、
あ
ら

る
と
き
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、
同
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定
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用
に
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、
あ
ら
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め
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事
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認
を
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の
と
み
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す
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か
じ
め
人
事
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承
認
を
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の
と
み
な
す
。
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る
。
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第
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第
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第
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に
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各
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に
掲
げ
る
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と
す
る
。
た
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し
、
勤
務
時
間
が
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各
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に
掲
げ
る
額
と
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。
た
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掲
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額
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の
五
十
を
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じ
て
得
た
額
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す
る
。

一

前
条
第
一
号
の
勤
務
に
つ
い
て
は
、
四
千
七
百
円

一

前
条
第
一
号
の
勤
務
に
つ
い
て
は
、
四
千
四
百
円

二

前
条
第
二
号
の
勤
務
の
う
ち
次
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び
第
四
号
に

二

前
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第
二
号
の
勤
務
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次
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に

規
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す
る
勤
務
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の
勤
務
に
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勤
務
に
つ
い
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五
千
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前
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の
勤
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の
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規
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十
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十
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一
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チ
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⑴
を
除
く
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、
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並
び
に
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⑸

⑴
、
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⑴
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除
く
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並
び
に
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⑸
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げ
る
勤
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つ
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掲
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て
は
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（
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略
）
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が
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す
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る
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略
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す
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別
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第
二
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次
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よ
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に
改
め
る
。



 別表第一（第六条関係）

１　　種 ２　　種 ３　　種 ４　　種 ５　　種

         円          円          円          円          円          円

1 417,600 371,300 310,800 253,100 186,000 52,100

1 年以上 2 年未満 417,600 371,300 310,800 253,100 186,000 52,100

2 年以上 3 年未満 417,600 371,300 310,800 253,100 186,000 52,100

3 年以上 4 年未満 417,600 371,300 310,800 253,100 186,000 52,100

4 年以上 5 年未満 417,600 371,300 310,800 253,100 186,000 52,100

5 年以上 6 年未満 417,600 371,300 310,800 253,100 186,000 52,100

6 年以上 7 年未満 417,600 371,300 310,800 253,100 186,000 50,300

7 年以上 8 年未満 417,600 371,300 310,800 253,100 186,000 48,500

8 年以上 9 年未満 417,600 371,300 310,800 253,100 186,000 46,700

9 年以上 10 年未満 417,600 371,300 310,800 253,100 186,000 44,900

10 年以上 11 年未満 417,600 371,300 310,800 253,100 186,000 43,100

11 年以上 12 年未満 417,600 371,300 310,800 253,100 186,000 41,300

12 年以上 13 年未満 417,600 371,300 310,800 253,100 186,000 39,500

13 年以上 14 年未満 417,600 371,300 310,800 253,100 186,000 37,700

14 年以上 15 年未満 417,600 371,300 310,800 253,100 186,000 36,300

15 年以上 16 年未満 417,600 371,300 310,800 253,100 186,000 34,900

16 年以上 17 年未満 413,200 367,300 307,500 250,500 184,400 33,500

17 年以上 18 年未満 408,800 363,300 304,200 247,900 182,800 32,100

18 年以上 19 年未満 404,400 359,300 300,900 245,300 181,200 30,700

19 年以上 20 年未満 400,000 355,300 297,600 242,700 179,600 29,300

20 年以上 21 年未満 395,600 351,300 294,300 240,100 178,000 27,900

21 年以上 22 年未満 381,600 339,000 283,300 230,500 170,500 27,300

22 年以上 23 年未満 365,100 324,300 271,300 219,900 162,100 26,700

23 年以上 24 年未満 348,600 308,800 258,800 208,900 153,700 25,700

24 年以上 25 年未満 332,100 293,300 246,300 197,900 145,200 25,100

25 年以上 26 年未満 315,600 277,300 233,800 186,900 136,700 24,500

26 年以上 27 年未満 298,100 260,300 218,300 173,500 127,000 23,900

27 年以上 28 年未満 280,600 243,300 202,800 160,100 117,300 23,300

28 年以上 29 年未満 263,100 226,300 187,300 146,700 107,600 22,500

29 年以上 30 年未満 245,100 208,800 171,800 133,300 97,900 22,200

30 年以上 31 年未満 227,100 191,300 155,300 119,300 88,000 21,800

31 年以上 32 年未満 209,100 173,800 138,800 105,300 78,100 21,200

32 年以上 33 年未満 190,100 155,800 122,300 90,500 68,200 20,300

33 年以上 34 年未満 171,100 137,300 104,300 74,000 56,700 19,400

34 年以上 35 年未満 152,100 118,800 86,300 57,500 45,200 18,700

備考

  １  この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第４条各号の職員となつた日以後の期間

　　を示す。

  ２  この表において、「１項職員」とは第２条第１項の官職を占める職員を、「２項職員」とは同条第２

　　項の官職を占める職員を、「３項職員」とは同条第３項の官職を占める職員をいう。

　３　この表において、「１種」とは第２条第１項第１号の官職を占める職員を、「２種」とは同項第２号　

　　の官職を占める職員を、「３種」とは同項第３号の官職を占める職員を、「４種」とは同項第４号の官

　　職を占める職員を、「５種」とは同項第５号の官職を占める職員をいう。

　　　　 職員の区分

期間の区分

100,000

20,000

40,000

60,000

80,000

90,000

100,000

100,000

100,000

年未満

１　　　　項　　　　職　　　　員
２項職員 ３項職員

         円

100,000



 別表第二（第七条の二関係）

         円 

年未満 36,500

年以上 2 年未満 36,500

年以上 3 年未満 36,500

年以上 4 年未満 36,500

年以上 5 年未満 36,500

年以上 6 年未満 36,500

年以上 7 年未満 35,200

年以上 8 年未満 34,000

年以上 9 年未満 32,700

年以上 10 年未満 31,400

年以上 11 年未満 30,200

年以上 12 年未満 28,900

年以上 13 年未満 27,700

年以上 14 年未満 26,400

年以上 15 年未満 25,400

年以上 16 年未満 24,400

年以上 17 年未満 23,500

年以上 18 年未満 22,500

年以上 19 年未満 21,500

年以上 20 年未満 20,500

年以上 21 年未満 19,500

年以上 22 年未満 19,100

年以上 23 年未満 18,700

年以上 24 年未満 18,000

年以上 25 年未満 17,600

年以上 26 年未満 17,200

年以上 27 年未満 16,700

年以上 28 年未満 16,300

年以上 29 年未満 15,800

年以上 30 年未満 15,500

年以上 31 年未満 15,300

年以上 32 年未満 14,800

年以上 33 年未満 14,200

年以上 34 年未満 13,600

年以上 35 年未満 13,100

備考

  １  この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第４条各号の職員となつた日以後の期間

　　を示す。

  ２  この表において、「２項職員」とは第２条第２項の官職を占める職員を、「３項職員」とは同条第３

　　項の官職を占める職員をいう。

　　　　　　　　　　　職員の区分

期間の区分

         円 

70,000

70,000

14,000

28,000

42,000

56,000

63,000

70,000

70,000

70,000

２項職員 ３項職員

1

5

4

3

2

1

11

10

9

8

7

6

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

31

32

33

34

26

27

28

29

30



附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
規
則
九
―
三
四
の
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か

ら
適
用
す
る
。



―

人
事
院
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
院
規
則
九

四
〇
（
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
）
の
一
部
改
正
に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制
定
す
る
。

令
和
七
年
●
月
●
日

人
事
院
総
裁

川

本

裕

子

人
事
院
規
則
九

四
〇

六
四

―

―

人
事
院
規
則
九

四
〇
（
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則

―

第
一
条

人
事
院
規
則
九

四
〇
（
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

―

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
勤
勉
手
当
の
成
績
率
）

（
勤
勉
手
当
の
成
績
率
）

第
十
三
条

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職

第
十
三
条

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職

員
の
成
績
率
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に

員
の
成
績
率
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に



応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
の
範
囲
内
に
お
い

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
の
範
囲
内
に
お
い

て
、
各
庁
の
長
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
各

て
、
各
庁
の
長
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
各

庁
の
長
は
、
そ
の
所
属
の
給
与
法
第
十
九
条
の
七
第
一

庁
の
長
は
、
そ
の
所
属
の
給
与
法
第
十
九
条
の
七
第
一

項
の
職
員
が
著
し
く
少
数
で
あ
る
こ
と
等
の
事
情
に
よ

項
の
職
員
が
著
し
く
少
数
で
あ
る
こ
と
等
の
事
情
に
よ

り
、
第
一
号
イ
及
び
ロ
、
第
二
号
イ
及
び
ロ
又
は
第
三

り
、
第
一
号
イ
及
び
ロ
、
第
二
号
イ
及
び
ロ
又
は
第
三

号
イ
に
定
め
る
成
績
率
に
よ
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で

号
イ
に
定
め
る
成
績
率
に
よ
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で

あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
人
事
院
と
協

あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
人
事
院
と
協

議
し
て
、
別
段
の
取
扱
い
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

議
し
て
、
別
段
の
取
扱
い
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

次
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職

一

次
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職

員

当
該
職
員
が
次
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
の
い
ず

員

当
該
職
員
が
次
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
の
い
ず

れ
に
該
当
す
る
か
に
応
じ
、
次
に
定
め
る
割
合

れ
に
該
当
す
る
か
に
応
じ
、
次
に
定
め
る
割
合

イ

直
近
の
業
績
評
価
（
基
準
日
以
前
に
お
け
る
直

イ

直
近
の
業
績
評
価
（
基
準
日
以
前
に
お
け
る
直

近
の
業
績
評
価
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
全
体

近
の
業
績
評
価
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
全
体



評
語
が
「
非
常
に
優
秀
」
の
段
階
以
上
で
あ
る
職

評
語
が
「
非
常
に
優
秀
」
の
段
階
以
上
で
あ
る
職

員
の
う
ち
、
勤
務
成
績
が
特
に
優
秀
な
職
員

六

員
の
う
ち
、
勤
務
成
績
が
特
に
優
秀
な
職
員

百

月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
百
分
の
百
二
十
四
以
上

分
の
百
二
十
四
以
上
百
分
の
三
百
十
五
以
下
（
給

百
分
の
三
百
十
五
以
下
（
給
与
法
第
十
九
条
の
四

与
法
第
十
九
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
管

第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
管
理
職
員
（
以
下
こ
の

理
職
員
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
特

条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
特
定
管
理
職
員
」
と
い

定
管
理
職
員
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
百
分

う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百
四
十
八
以
上
百

の
百
四
十
八
以
上
百
分
の
三
百
七
十
五
以
下
）

分
の
三
百
七
十
五
以
下
）
、
十
二
月
に
支
給
す
る

場
合
に
は
百
分
の
百
二
十
六
・
五
以
上
百
分
の
三

百
二
十
二
・
五
以
下
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ
て

は
、
百
分
の
百
五
十
・
五
以
上
百
分
の
三
百
八
十

二
・
五
以
下
）

ロ

直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
「
優
良
」
の

ロ

直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
「
優
良
」
の



段
階
以
上
で
あ
る
職
員
の
う
ち
、
勤
務
成
績
が
優

段
階
以
上
で
あ
る
職
員
の
う
ち
、
勤
務
成
績
が
優

秀
な
職
員

六
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
百
分
の

秀
な
職
員

百
分
の
百
十
二
・
五
以
上
百
分
の
百

百
十
二
・
五
以
上
百
分
の
百
二
十
四
未
満
（
特
定

二
十
四
未
満
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百

管
理
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百
三
十
三
・
五

分
の
百
三
十
三
・
五
以
上
百
分
の
百
四
十
八
未

以
上
百
分
の
百
四
十
八
未
満
）
、
十
二
月
に
支
給

満
）

す
る
場
合
に
は
百
分
の
百
十
五
以
上
百
分
の
百
二

十
六
・
五
未
満
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ
て
は
、

百
分
の
百
三
十
六
以
上
百
分
の
百
五
十
・
五
未

満
）

ハ

直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
「
優
良
」
の

ハ

直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
「
優
良
」
の

段
階
以
上
で
あ
る
職
員
の
う
ち
勤
務
成
績
が
良
好

段
階
以
上
で
あ
る
職
員
の
う
ち
勤
務
成
績
が
良
好

な
職
員
並
び
に
直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が

な
職
員
並
び
に
直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が

「
良
好
」
の
段
階
で
あ
る
職
員
及
び
基
準
日
以
前

「
良
好
」
の
段
階
で
あ
る
職
員
及
び
基
準
日
以
前



に
お
け
る
直
近
の
人
事
評
価
の
結
果
が
な
い
職
員

に
お
け
る
直
近
の
人
事
評
価
の
結
果
が
な
い
職
員

（
ニ
の
人
事
院
の
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）

六

（
ニ
の
人
事
院
の
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）

百

月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
百
分
の
百
一
（
特
定
管

分
の
百
一
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分

理
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百
二
十
一
）
、
十

の
百
二
十
一
）

二
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
百
分
の
百
三
・
五

（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百
二
十

三
・
五
）

ニ

直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
「
や
や
不
十

ニ

直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
「
や
や
不
十

分
」
の
段
階
以
下
で
あ
る
職
員
及
び
基
準
日
以
前

分
」
の
段
階
以
下
で
あ
る
職
員
及
び
基
準
日
以
前

六
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
い
て
懲
戒
処
分
を
受
け

六
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
い
て
懲
戒
処
分
を
受
け

た
職
員
そ
の
他
の
人
事
院
の
定
め
る
職
員

六
月

た
職
員
そ
の
他
の
人
事
院
の
定
め
る
職
員

百
分

に
支
給
す
る
場
合
に
は
百
分
の
九
十
二
・
五
以
下

の
九
十
二
・
五
以
下
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ
て

（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百
十

は
、
百
分
の
百
十
一
・
五
以
下
）



一
・
五
以
下
）
、
十
二
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は

百
分
の
九
十
五
以
下
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ
て

は
、
百
分
の
百
十
四
以
下
）

二

専
門
ス
タ
ッ
フ
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員

二

専
門
ス
タ
ッ
フ
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員

当
該
職
員
が
次
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
の
い
ず
れ

当
該
職
員
が
次
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
の
い
ず
れ

に
該
当
す
る
か
に
応
じ
、
次
に
定
め
る
割
合

に
該
当
す
る
か
に
応
じ
、
次
に
定
め
る
割
合

イ

前
号
イ
に
掲
げ
る
職
員

六
月
に
支
給
す
る
場

イ

前
号
イ
に
掲
げ
る
職
員

百
分
の
百
三
十
八
以

合
に
は
百
分
の
百
三
十
八
以
上
百
分
の
三
百
十
五

上
百
分
の
三
百
十
五
以
下
（
特
定
管
理
職
員
に
あ

以
下
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百

つ
て
は
、
百
分
の
百
八
十
五
以
上
百
分
の
三
百
七

八
十
五
以
上
百
分
の
三
百
七
十
五
以
下
）
、
十
二

十
五
以
下
）

月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
百
分
の
百
四
十
・
五
以

上
百
分
の
三
百
二
十
二
・
五
以
下
（
特
定
管
理
職

員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百
八
十
七
・
五
以
上
百



分
の
三
百
八
十
二
・
五
以
下
）

ロ

前
号
ロ
に
掲
げ
る
職
員

六
月
に
支
給
す
る
場

ロ

前
号
ロ
に
掲
げ
る
職
員

百
分
の
百
十
七
以
上

合
に
は
百
分
の
百
十
七
以
上
百
分
の
百
三
十
八
未

百
分
の
百
三
十
八
未
満
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ

満
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百
四

て
は
、
百
分
の
百
四
十
七
以
上
百
分
の
百
八
十
五

十
七
以
上
百
分
の
百
八
十
五
未
満
）
、
十
二
月
に

未
満
）

支
給
す
る
場
合
に
は
百
分
の
百
十
九
・
五
以
上
百

分
の
百
四
十
・
五
未
満
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ

て
は
、
百
分
の
百
四
十
九
・
五
以
上
百
分
の
百
八

十
七
・
五
未
満
）

ハ

前
号
ハ
に
掲
げ
る
職
員

六
月
に
支
給
す
る
場

ハ

前
号
ハ
に
掲
げ
る
職
員

百
分
の
九
十
六
（
特

合
に
は
百
分
の
九
十
六
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ

定
管
理
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百
十
一
）

て
は
、
百
分
の
百
十
一
）
、
十
二
月
に
支
給
す
る

場
合
に
は
百
分
の
九
十
八
・
五
（
特
定
管
理
職
員



に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百
十
三
・
五
）

ニ

前
号
ニ
に
掲
げ
る
職
員

六
月
に
支
給
す
る
場

ニ

前
号
ニ
に
掲
げ
る
職
員

百
分
の
八
十
七
・
五

合
に
は
百
分
の
八
十
七
・
五
以
下
（
特
定
管
理
職

以
下
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百

員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百
一
・
五
以
下
）
、
十

一
・
五
以
下
）

二
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
百
分
の
九
十
以
下

（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百
四
以

下
）

三

指
定
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員

当
該
職

三

指
定
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員

当
該
職

員
が
次
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
の
い
ず
れ
に
該
当
す

員
が
次
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
の
い
ず
れ
に
該
当
す

る
か
に
応
じ
、
次
に
定
め
る
割
合

る
か
に
応
じ
、
次
に
定
め
る
割
合

イ

直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
上
位
の
段
階

イ

直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
上
位
の
段
階

で
あ
る
職
員
の
う
ち
、
勤
務
成
績
が
優
秀
な
職
員

で
あ
る
職
員
の
う
ち
、
勤
務
成
績
が
優
秀
な
職
員

六
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
百
分
の
百
十
三
・

百
分
の
百
十
三
・
七
五
以
上
百
分
の
二
百
十



七
五
以
上
百
分
の
二
百
十
二
・
五
以
下
（
事
務
次

二
・
五
以
下
（
事
務
次
官
、
会
計
検
査
院
事
務
総

官
、
会
計
検
査
院
事
務
総
長
、
人
事
院
事
務
総

長
、
人
事
院
事
務
総
長
、
内
閣
法
制
次
長
、
宮
内

長
、
内
閣
法
制
次
長
、
宮
内
庁
次
長
、
警
察
庁
長

庁
次
長
、
警
察
庁
長
官
、
金
融
庁
長
官
、
消
費
者

官
、
金
融
庁
長
官
、
消
費
者
庁
長
官
及
び
こ
ど
も

庁
長
官
及
び
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
に
あ
つ
て
は
、

家
庭
庁
長
官
（
以
下
こ
の
イ
に
お
い
て
「
事
務
次

百
分
の
百
六
・
二
五
）

官
等
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百

六
・
二
五
）
、
十
二
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
百

分
の
百
十
六
・
二
五
以
上
百
分
の
二
百
十
七
・
五

以
下
（
事
務
次
官
等
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百

八
・
七
五
）

ロ

直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
上
位
の
段
階

ロ

直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
上
位
の
段
階

で
あ
る
職
員
の
う
ち
勤
務
成
績
が
良
好
な
職
員
並

で
あ
る
職
員
の
う
ち
勤
務
成
績
が
良
好
な
職
員
並

び
に
直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
中
位
の
段

び
に
直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
中
位
の
段



階
で
あ
る
職
員
及
び
基
準
日
以
前
に
お
け
る
直
近

階
で
あ
る
職
員
及
び
基
準
日
以
前
に
お
け
る
直
近

の
人
事
評
価
の
結
果
が
な
い
職
員
（
ハ
の
人
事
院

の
人
事
評
価
の
結
果
が
な
い
職
員
（
ハ
の
人
事
院

の
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）

六
月
に
支
給
す
る

の
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）

百
分
の
百
・
二
五

場
合
に
は
百
分
の
百
・
二
五
、
十
二
月
に
支
給
す

る
場
合
に
は
百
分
の
百
二
・
七
五

ハ

直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
下
位
の
段
階

ハ

直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
下
位
の
段
階

で
あ
る
職
員
及
び
基
準
日
以
前
六
箇
月
以
内
の
期

で
あ
る
職
員
及
び
基
準
日
以
前
六
箇
月
以
内
の
期

間
に
お
い
て
懲
戒
処
分
を
受
け
た
職
員
そ
の
他
の

間
に
お
い
て
懲
戒
処
分
を
受
け
た
職
員
そ
の
他
の

人
事
院
の
定
め
る
職
員

六
月
に
支
給
す
る
場
合

人
事
院
の
定
め
る
職
員

百
分
の
九
十
一
・
七
五

に
は
百
分
の
九
十
一
・
七
五
以
下
、
十
二
月
に
支

以
下

給
す
る
場
合
に
は
百
分
の
九
十
四
・
二
五
以
下

四

任
期
付
職
員
法
第
七
条
第
一
項
の
俸
給
表
の
適
用

四

任
期
付
職
員
法
第
七
条
第
一
項
の
俸
給
表
の
適
用

を
受
け
る
職
員

当
該
職
員
が
次
に
掲
げ
る
職
員
の

を
受
け
る
職
員

当
該
職
員
が
次
に
掲
げ
る
職
員
の



区
分
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
に
応
じ
、
次
に
定
め

区
分
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
に
応
じ
、
次
に
定
め

る
割
合

る
割
合

イ

直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
「
優
良
」
の

イ

直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
「
優
良
」
の

段
階
以
上
で
あ
る
職
員
の
う
ち
、
勤
務
成
績
が
優

段
階
以
上
で
あ
る
職
員
の
う
ち
、
勤
務
成
績
が
優

秀
な
職
員

六
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
百
分
の

秀
な
職
員

百
分
の
八
十
七
・
五
以
上
百
分
の
二

八
十
七
・
五
以
上
百
分
の
二
百
六
十
二
・
五
以

百
六
十
二
・
五
以
下

下
、
十
二
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
百
分
の
九
十

以
上
百
分
の
二
百
七
十
以
下

ロ

直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
「
優
良
」
の

ロ

直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
「
優
良
」
の

段
階
以
上
で
あ
る
職
員
の
う
ち
勤
務
成
績
が
良
好

段
階
以
上
で
あ
る
職
員
の
う
ち
勤
務
成
績
が
良
好

な
職
員
並
び
に
直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が

な
職
員
並
び
に
直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が

「
良
好
」
の
段
階
で
あ
る
職
員
及
び
基
準
日
以
前

「
良
好
」
の
段
階
で
あ
る
職
員
及
び
基
準
日
以
前

に
お
け
る
直
近
の
人
事
評
価
の
結
果
が
な
い
職
員

に
お
け
る
直
近
の
人
事
評
価
の
結
果
が
な
い
職
員



（
ハ
の
人
事
院
の
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）

六

（
ハ
の
人
事
院
の
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）

百

月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
百
分
の
七
十
七
・
五
、

分
の
七
十
七
・
五

十
二
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
百
分
の
八
十

ハ

直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
「
や
や
不
十

ハ

直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
「
や
や
不
十

分
」
の
段
階
以
下
で
あ
る
職
員
及
び
基
準
日
以
前

分
」
の
段
階
以
下
で
あ
る
職
員
及
び
基
準
日
以
前

六
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
い
て
懲
戒
処
分
を
受
け

六
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
い
て
懲
戒
処
分
を
受
け

た
職
員
そ
の
他
の
人
事
院
の
定
め
る
職
員

六
月

た
職
員
そ
の
他
の
人
事
院
の
定
め
る
職
員

百
分

に
支
給
す
る
場
合
に
は
百
分
の
七
十
一
以
下
、
十

の
七
十
一
以
下

二
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
百
分
の
七
十
三
・
五

以
下

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

第
十
三
条
の
二

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
成

第
十
三
条
の
二

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
成

績
率
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、

績
率
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、



当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
各
庁

当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
各
庁

の
長
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
各
庁
の
長

の
長
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
各
庁
の
長

は
、
そ
の
所
属
の
給
与
法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
の
職

は
、
そ
の
所
属
の
給
与
法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
の
職

員
が
著
し
く
少
数
で
あ
る
こ
と
等
の
事
情
に
よ
り
、
第

員
が
著
し
く
少
数
で
あ
る
こ
と
等
の
事
情
に
よ
り
、
第

一
号
イ
又
は
第
二
号
イ
に
定
め
る
成
績
率
に
よ
る
こ
と

一
号
イ
又
は
第
二
号
イ
に
定
め
る
成
績
率
に
よ
る
こ
と

が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か

が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か

じ
め
人
事
院
と
協
議
し
て
、
別
段
の
取
扱
い
を
す
る
こ

じ
め
人
事
院
と
協
議
し
て
、
別
段
の
取
扱
い
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

と
が
で
き
る
。

一

次
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員

当
該
職
員
が

一

次
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員

当
該
職
員
が

次
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か

次
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か

に
応
じ
、
次
に
定
め
る
割
合

に
応
じ
、
次
に
定
め
る
割
合

イ

直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
「
優
良
」
の

イ

直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
「
優
良
」
の

段
階
以
上
で
あ
る
職
員
の
う
ち
、
勤
務
成
績
が
優

段
階
以
上
で
あ
る
職
員
の
う
ち
、
勤
務
成
績
が
優



秀
な
職
員

六
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
百
分
の

秀
な
職
員

百
分
の
五
十
一
・
五
以
上
（
特
定
管

五
十
一
・
五
以
上
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ
て

理
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
六
十
一
・
五
以

は
、
百
分
の
六
十
一
・
五
以
上
）
、
十
二
月
に
支

上
）

給
す
る
場
合
に
は
百
分
の
五
十
四
以
上
（
特
定
管

理
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
六
十
四
以
上
）

ロ

直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
「
優
良
」
の

ロ

直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
「
優
良
」
の

段
階
以
上
で
あ
る
職
員
の
う
ち
勤
務
成
績
が
良
好

段
階
以
上
で
あ
る
職
員
の
う
ち
勤
務
成
績
が
良
好

な
職
員
並
び
に
直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が

な
職
員
並
び
に
直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が

「
良
好
」
の
段
階
で
あ
る
職
員
及
び
基
準
日
以
前

「
良
好
」
の
段
階
で
あ
る
職
員
及
び
基
準
日
以
前

に
お
け
る
直
近
の
人
事
評
価
の
結
果
が
な
い
職
員

に
お
け
る
直
近
の
人
事
評
価
の
結
果
が
な
い
職
員

（
ハ
の
人
事
院
の
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）

六

（
ハ
の
人
事
院
の
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）

百

月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
百
分
の
四
十
八
（
特
定

分
の
四
十
八
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百

管
理
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
五
十
八
）
、
十

分
の
五
十
八
）



二
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
百
分
の
五
十
・
五

（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
六
十
・

五
）

ハ

直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
「
や
や
不
十

ハ

直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
「
や
や
不
十

分
」
の
段
階
以
下
で
あ
る
職
員
及
び
基
準
日
以
前

分
」
の
段
階
以
下
で
あ
る
職
員
及
び
基
準
日
以
前

六
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
い
て
懲
戒
処
分
を
受
け

六
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
い
て
懲
戒
処
分
を
受
け

た
職
員
そ
の
他
の
人
事
院
の
定
め
る
職
員

六
月

た
職
員
そ
の
他
の
人
事
院
の
定
め
る
職
員

百
分

に
支
給
す
る
場
合
に
は
百
分
の
四
十
六
以
下
（
特

の
四
十
六
以
下
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ
て
は
、

定
管
理
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
五
十
六
以

百
分
の
五
十
六
以
下
）

下
）
、
十
二
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
百
分
の
四

十
八
・
五
以
下
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ
て
は
、

百
分
の
五
十
八
・
五
以
下
）

二

専
門
ス
タ
ッ
フ
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員

二

専
門
ス
タ
ッ
フ
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員



当
該
職
員
が
次
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
の
い
ず
れ

当
該
職
員
が
次
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
の
い
ず
れ

に
該
当
す
る
か
に
応
じ
、
次
に
定
め
る
割
合

に
該
当
す
る
か
に
応
じ
、
次
に
定
め
る
割
合

イ

前
号
イ
に
掲
げ
る
職
員

六
月
に
支
給
す
る
場

イ

前
号
イ
に
掲
げ
る
職
員

百
分
の
五
十
四
・
五

合
に
は
百
分
の
五
十
四
・
五
以
上
（
特
定
管
理
職

以
上
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
六

員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
六
十
九
以
上
）
、
十
二

十
九
以
上
）

月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
百
分
の
五
十
七
以
上

（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
七
十

一
・
五
以
上
）

ロ

前
号
ロ
に
掲
げ
る
職
員

六
月
に
支
給
す
る
場

ロ

前
号
ロ
に
掲
げ
る
職
員

百
分
の
四
十
六
（
特

合
に
は
百
分
の
四
十
六
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ

定
管
理
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
五
十
三
）

て
は
、
百
分
の
五
十
三
）
、
十
二
月
に
支
給
す
る

場
合
に
は
百
分
の
四
十
八
・
五
（
特
定
管
理
職
員

に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
五
十
五
・
五
）



ハ

前
号
ハ
に
掲
げ
る
職
員

六
月
に
支
給
す
る
場

ハ

前
号
ハ
に
掲
げ
る
職
員

百
分
の
四
十
四
以
下

合
に
は
百
分
の
四
十
四
以
下
（
特
定
管
理
職
員
に

（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
五
十
一

あ
つ
て
は
、
百
分
の
五
十
一
以
下
）
、
十
二
月
に

以
下
）

支
給
す
る
場
合
に
は
百
分
の
四
十
六
・
五
以
下

（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
五
十

三
・
五
以
下
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

第
二
条

人
事
院
規
則
九

四
〇
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

―

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
勤
勉
手
当
の
成
績
率
）

（
勤
勉
手
当
の
成
績
率
）

第
十
三
条

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職

第
十
三
条

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職



員
の
成
績
率
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に

員
の
成
績
率
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
の
範
囲
内
に
お
い

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
の
範
囲
内
に
お
い

て
、
各
庁
の
長
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
各

て
、
各
庁
の
長
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
各

庁
の
長
は
、
そ
の
所
属
の
給
与
法
第
十
九
条
の
七
第
一

庁
の
長
は
、
そ
の
所
属
の
給
与
法
第
十
九
条
の
七
第
一

項
の
職
員
が
著
し
く
少
数
で
あ
る
こ
と
等
の
事
情
に
よ

項
の
職
員
が
著
し
く
少
数
で
あ
る
こ
と
等
の
事
情
に
よ

り
、
第
一
号
イ
及
び
ロ
、
第
二
号
イ
及
び
ロ
又
は
第
三

り
、
第
一
号
イ
及
び
ロ
、
第
二
号
イ
及
び
ロ
又
は
第
三

号
イ
に
定
め
る
成
績
率
に
よ
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で

号
イ
に
定
め
る
成
績
率
に
よ
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で

あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
人
事
院
と
協

あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
人
事
院
と
協

議
し
て
、
別
段
の
取
扱
い
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

議
し
て
、
別
段
の
取
扱
い
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

次
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職

一

次
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職

員

当
該
職
員
が
次
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
の
い
ず

員

当
該
職
員
が
次
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
の
い
ず

れ
に
該
当
す
る
か
に
応
じ
、
次
に
定
め
る
割
合

れ
に
該
当
す
る
か
に
応
じ
、
次
に
定
め
る
割
合

イ

直
近
の
業
績
評
価
（
基
準
日
以
前
に
お
け
る
直

イ

直
近
の
業
績
評
価
（
基
準
日
以
前
に
お
け
る
直



近
の
業
績
評
価
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
全
体

近
の
業
績
評
価
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
全
体

評
語
が
「
非
常
に
優
秀
」
の
段
階
以
上
で
あ
る
職

評
語
が
「
非
常
に
優
秀
」
の
段
階
以
上
で
あ
る
職

員
の
う
ち
、
勤
務
成
績
が
特
に
優
秀
な
職
員

百

員
の
う
ち
、
勤
務
成
績
が
特
に
優
秀
な
職
員

六

分
の
百
二
十
五
・
二
五
以
上
百
分
の
三
百
十
八
・

月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
百
分
の
百
二
十
四
以
上

七
五
以
下
（
給
与
法
第
十
九
条
の
四
第
二
項
に
規

百
分
の
三
百
十
五
以
下
（
給
与
法
第
十
九
条
の
四

定
す
る
特
定
管
理
職
員
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条

第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
管
理
職
員
（
以
下
こ
の

に
お
い
て
「
特
定
管
理
職
員
」
と
い
う
。
）
に
あ

条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
特
定
管
理
職
員
」
と
い

つ
て
は
、
百
分
の
百
四
十
九
・
二
五
以
上
百
分
の

う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百
四
十
八
以
上
百

三
百
七
十
八
・
七
五
以
下
）

分
の
三
百
七
十
五
以
下
）
、
十
二
月
に
支
給
す
る

場
合
に
は
百
分
の
百
二
十
六
・
五
以
上
百
分
の
三

百
二
十
二
・
五
以
下
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ
て

は
、
百
分
の
百
五
十
・
五
以
上
百
分
の
三
百
八
十

二
・
五
以
下
）



ロ

直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
「
優
良
」
の

ロ

直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
「
優
良
」
の

段
階
以
上
で
あ
る
職
員
の
う
ち
、
勤
務
成
績
が
優

段
階
以
上
で
あ
る
職
員
の
う
ち
、
勤
務
成
績
が
優

秀
な
職
員

百
分
の
百
十
三
・
七
五
以
上
百
分
の

秀
な
職
員

六
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
百
分
の

百
二
十
五
・
二
五
未
満
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ

百
十
二
・
五
以
上
百
分
の
百
二
十
四
未
満
（
特
定

て
は
、
百
分
の
百
三
十
四
・
七
五
以
上
百
分
の
百

管
理
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百
三
十
三
・
五

四
十
九
・
二
五
未
満
）

以
上
百
分
の
百
四
十
八
未
満
）
、
十
二
月
に
支
給

す
る
場
合
に
は
百
分
の
百
十
五
以
上
百
分
の
百
二

十
六
・
五
未
満
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ
て
は
、

百
分
の
百
三
十
六
以
上
百
分
の
百
五
十
・
五
未

満
）

ハ

直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
「
優
良
」
の

ハ

直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
「
優
良
」
の

段
階
以
上
で
あ
る
職
員
の
う
ち
勤
務
成
績
が
良
好

段
階
以
上
で
あ
る
職
員
の
う
ち
勤
務
成
績
が
良
好

な
職
員
並
び
に
直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が

な
職
員
並
び
に
直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が



「
良
好
」
の
段
階
で
あ
る
職
員
及
び
基
準
日
以
前

「
良
好
」
の
段
階
で
あ
る
職
員
及
び
基
準
日
以
前

に
お
け
る
直
近
の
人
事
評
価
の
結
果
が
な
い
職
員

に
お
け
る
直
近
の
人
事
評
価
の
結
果
が
な
い
職
員

（
ニ
の
人
事
院
の
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）

百

（
ニ
の
人
事
院
の
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）

六

分
の
百
二
・
二
五
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ
て

月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
百
分
の
百
一
（
特
定
管

は
、
百
分
の
百
二
十
二
・
二
五
）

理
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百
二
十
一
）
、
十

二
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
百
分
の
百
三
・
五

（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百
二
十

三
・
五
）

ニ

直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
「
や
や
不
十

ニ

直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
「
や
や
不
十

分
」
の
段
階
以
下
で
あ
る
職
員
及
び
基
準
日
以
前

分
」
の
段
階
以
下
で
あ
る
職
員
及
び
基
準
日
以
前

六
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
い
て
懲
戒
処
分
を
受
け

六
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
い
て
懲
戒
処
分
を
受
け

た
職
員
そ
の
他
の
人
事
院
の
定
め
る
職
員

百
分

た
職
員
そ
の
他
の
人
事
院
の
定
め
る
職
員

六
月

の
九
十
三
・
七
五
以
下
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ

に
支
給
す
る
場
合
に
は
百
分
の
九
十
二
・
五
以
下



て
は
、
百
分
の
百
十
二
・
七
五
以
下
）

（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百
十

一
・
五
以
下
）
、
十
二
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は

百
分
の
九
十
五
以
下
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ
て

は
、
百
分
の
百
十
四
以
下
）

二

専
門
ス
タ
ッ
フ
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員

二

専
門
ス
タ
ッ
フ
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員

当
該
職
員
が
次
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
の
い
ず
れ

当
該
職
員
が
次
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
の
い
ず
れ

に
該
当
す
る
か
に
応
じ
、
次
に
定
め
る
割
合

に
該
当
す
る
か
に
応
じ
、
次
に
定
め
る
割
合

イ

前
号
イ
に
掲
げ
る
職
員

百
分
の
百
三
十
九
・

イ

前
号
イ
に
掲
げ
る
職
員

六
月
に
支
給
す
る
場

二
五
以
上
百
分
の
三
百
十
八
・
七
五
以
下
（
特
定

合
に
は
百
分
の
百
三
十
八
以
上
百
分
の
三
百
十
五

管
理
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百
八
十
六
・
二

以
下
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百

五
以
上
百
分
の
三
百
七
十
八
・
七
五
以
下
）

八
十
五
以
上
百
分
の
三
百
七
十
五
以
下
）
、
十
二

月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
百
分
の
百
四
十
・
五
以

上
百
分
の
三
百
二
十
二
・
五
以
下
（
特
定
管
理
職



員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百
八
十
七
・
五
以
上
百

分
の
三
百
八
十
二
・
五
以
下
）

ロ

前
号
ロ
に
掲
げ
る
職
員

百
分
の
百
十
八
・
二

ロ

前
号
ロ
に
掲
げ
る
職
員

六
月
に
支
給
す
る
場

五
以
上
百
分
の
百
三
十
九
・
二
五
未
満
（
特
定
管

合
に
は
百
分
の
百
十
七
以
上
百
分
の
百
三
十
八
未

理
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百
四
十
八
・
二
五

満
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百
四

以
上
百
分
の
百
八
十
六
・
二
五
未
満
）

十
七
以
上
百
分
の
百
八
十
五
未
満
）
、
十
二
月
に

支
給
す
る
場
合
に
は
百
分
の
百
十
九
・
五
以
上
百

分
の
百
四
十
・
五
未
満
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ

て
は
、
百
分
の
百
四
十
九
・
五
以
上
百
分
の
百
八

十
七
・
五
未
満
）

ハ

前
号
ハ
に
掲
げ
る
職
員

百
分
の
九
十
七
・
二

ハ

前
号
ハ
に
掲
げ
る
職
員

六
月
に
支
給
す
る
場

五
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百
十

合
に
は
百
分
の
九
十
六
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ

二
・
二
五
）

て
は
、
百
分
の
百
十
一
）
、
十
二
月
に
支
給
す
る



場
合
に
は
百
分
の
九
十
八
・
五
（
特
定
管
理
職
員

に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百
十
三
・
五
）

ニ

前
号
ニ
に
掲
げ
る
職
員

百
分
の
八
十
八
・
七

ニ

前
号
ニ
に
掲
げ
る
職
員

六
月
に
支
給
す
る
場

五
以
下
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の

合
に
は
百
分
の
八
十
七
・
五
以
下
（
特
定
管
理
職

百
二
・
七
五
以
下
）

員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百
一
・
五
以
下
）
、
十

二
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
百
分
の
九
十
以
下

（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百
四
以

下
）

三

指
定
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員

当
該
職

三

指
定
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員

当
該
職

員
が
次
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
の
い
ず
れ
に
該
当
す

員
が
次
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
の
い
ず
れ
に
該
当
す

る
か
に
応
じ
、
次
に
定
め
る
割
合

る
か
に
応
じ
、
次
に
定
め
る
割
合

イ

直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
上
位
の
段
階

イ

直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
上
位
の
段
階

で
あ
る
職
員
の
う
ち
、
勤
務
成
績
が
優
秀
な
職
員

で
あ
る
職
員
の
う
ち
、
勤
務
成
績
が
優
秀
な
職
員



百
分
の
百
十
五
以
上
百
分
の
二
百
十
五
以
下

六
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
百
分
の
百
十
三
・

（
事
務
次
官
、
会
計
検
査
院
事
務
総
長
、
人
事
院

七
五
以
上
百
分
の
二
百
十
二
・
五
以
下
（
事
務
次

事
務
総
長
、
内
閣
法
制
次
長
、
宮
内
庁
次
長
、
警

官
、
会
計
検
査
院
事
務
総
長
、
人
事
院
事
務
総

察
庁
長
官
、
金
融
庁
長
官
、
消
費
者
庁
長
官
及
び

長
、
内
閣
法
制
次
長
、
宮
内
庁
次
長
、
警
察
庁
長

こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百

官
、
金
融
庁
長
官
、
消
費
者
庁
長
官
及
び
こ
ど
も

七
・
五
）

家
庭
庁
長
官
（
以
下
こ
の
イ
に
お
い
て
「
事
務
次

官
等
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百

六
・
二
五
）
、
十
二
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
百

分
の
百
十
六
・
二
五
以
上
百
分
の
二
百
十
七
・
五

以
下
（
事
務
次
官
等
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百

八
・
七
五
）

ロ

直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
上
位
の
段
階

ロ

直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
上
位
の
段
階

で
あ
る
職
員
の
う
ち
勤
務
成
績
が
良
好
な
職
員
並

で
あ
る
職
員
の
う
ち
勤
務
成
績
が
良
好
な
職
員
並



び
に
直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
中
位
の
段

び
に
直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
中
位
の
段

階
で
あ
る
職
員
及
び
基
準
日
以
前
に
お
け
る
直
近

階
で
あ
る
職
員
及
び
基
準
日
以
前
に
お
け
る
直
近

の
人
事
評
価
の
結
果
が
な
い
職
員
（
ハ
の
人
事
院

の
人
事
評
価
の
結
果
が
な
い
職
員
（
ハ
の
人
事
院

の
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）

百
分
の
百
一
・
五

の
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）

六
月
に
支
給
す
る

場
合
に
は
百
分
の
百
・
二
五
、
十
二
月
に
支
給
す

る
場
合
に
は
百
分
の
百
二
・
七
五

ハ

直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
下
位
の
段
階

ハ

直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
下
位
の
段
階

で
あ
る
職
員
及
び
基
準
日
以
前
六
箇
月
以
内
の
期

で
あ
る
職
員
及
び
基
準
日
以
前
六
箇
月
以
内
の
期

間
に
お
い
て
懲
戒
処
分
を
受
け
た
職
員
そ
の
他
の

間
に
お
い
て
懲
戒
処
分
を
受
け
た
職
員
そ
の
他
の

人
事
院
の
定
め
る
職
員

百
分
の
九
十
三
以
下

人
事
院
の
定
め
る
職
員

六
月
に
支
給
す
る
場
合

に
は
百
分
の
九
十
一
・
七
五
以
下
、
十
二
月
に
支

給
す
る
場
合
に
は
百
分
の
九
十
四
・
二
五
以
下

四

任
期
付
職
員
法
第
七
条
第
一
項
の
俸
給
表
の
適
用

四

任
期
付
職
員
法
第
七
条
第
一
項
の
俸
給
表
の
適
用



を
受
け
る
職
員

当
該
職
員
が
次
に
掲
げ
る
職
員
の

を
受
け
る
職
員

当
該
職
員
が
次
に
掲
げ
る
職
員
の

区
分
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
に
応
じ
、
次
に
定
め

区
分
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
に
応
じ
、
次
に
定
め

る
割
合

る
割
合

イ

直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
「
優
良
」
の

イ

直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
「
優
良
」
の

段
階
以
上
で
あ
る
職
員
の
う
ち
、
勤
務
成
績
が
優

段
階
以
上
で
あ
る
職
員
の
う
ち
、
勤
務
成
績
が
優

秀
な
職
員

百
分
の
八
十
八
・
七
五
以
上
百
分
の

秀
な
職
員

六
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
百
分
の

二
百
六
十
六
・
二
五
以
下

八
十
七
・
五
以
上
百
分
の
二
百
六
十
二
・
五
以

下
、
十
二
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
百
分
の
九
十

以
上
百
分
の
二
百
七
十
以
下

ロ

直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
「
優
良
」
の

ロ

直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
「
優
良
」
の

段
階
以
上
で
あ
る
職
員
の
う
ち
勤
務
成
績
が
良
好

段
階
以
上
で
あ
る
職
員
の
う
ち
勤
務
成
績
が
良
好

な
職
員
並
び
に
直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が

な
職
員
並
び
に
直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が

「
良
好
」
の
段
階
で
あ
る
職
員
及
び
基
準
日
以
前

「
良
好
」
の
段
階
で
あ
る
職
員
及
び
基
準
日
以
前



に
お
け
る
直
近
の
人
事
評
価
の
結
果
が
な
い
職
員

に
お
け
る
直
近
の
人
事
評
価
の
結
果
が
な
い
職
員

（
ハ
の
人
事
院
の
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）

百

（
ハ
の
人
事
院
の
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）

六

分
の
七
十
八
・
七
五

月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
百
分
の
七
十
七
・
五
、

十
二
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
百
分
の
八
十

ハ

直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
「
や
や
不
十

ハ

直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
「
や
や
不
十

分
」
の
段
階
以
下
で
あ
る
職
員
及
び
基
準
日
以
前

分
」
の
段
階
以
下
で
あ
る
職
員
及
び
基
準
日
以
前

六
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
い
て
懲
戒
処
分
を
受
け

六
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
い
て
懲
戒
処
分
を
受
け

た
職
員
そ
の
他
の
人
事
院
の
定
め
る
職
員

百
分

た
職
員
そ
の
他
の
人
事
院
の
定
め
る
職
員

六
月

の
七
十
二
・
二
五
以
下

に
支
給
す
る
場
合
に
は
百
分
の
七
十
一
以
下
、
十

二
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
百
分
の
七
十
三
・
五

以
下

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

第
十
三
条
の
二

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
成

第
十
三
条
の
二

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
成



績
率
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、

績
率
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、

当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
各
庁

当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
各
庁

の
長
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
各
庁
の
長

の
長
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
各
庁
の
長

は
、
そ
の
所
属
の
給
与
法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
の
職

は
、
そ
の
所
属
の
給
与
法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
の
職

員
が
著
し
く
少
数
で
あ
る
こ
と
等
の
事
情
に
よ
り
、
第

員
が
著
し
く
少
数
で
あ
る
こ
と
等
の
事
情
に
よ
り
、
第

一
号
イ
又
は
第
二
号
イ
に
定
め
る
成
績
率
に
よ
る
こ
と

一
号
イ
又
は
第
二
号
イ
に
定
め
る
成
績
率
に
よ
る
こ
と

が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か

が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か

じ
め
人
事
院
と
協
議
し
て
、
別
段
の
取
扱
い
を
す
る
こ

じ
め
人
事
院
と
協
議
し
て
、
別
段
の
取
扱
い
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

と
が
で
き
る
。

一

次
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員

当
該
職
員
が

一

次
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員

当
該
職
員
が

次
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か

次
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か

に
応
じ
、
次
に
定
め
る
割
合

に
応
じ
、
次
に
定
め
る
割
合

イ

直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
「
優
良
」
の

イ

直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
「
優
良
」
の



段
階
以
上
で
あ
る
職
員
の
う
ち
、
勤
務
成
績
が
優

段
階
以
上
で
あ
る
職
員
の
う
ち
、
勤
務
成
績
が
優

秀
な
職
員

百
分
の
五
十
二
・
七
五
以
上
（
特
定

秀
な
職
員

六
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
百
分
の

管
理
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
六
十
二
・
七
五

五
十
一
・
五
以
上
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ
て

以
上
）

は
、
百
分
の
六
十
一
・
五
以
上
）
、
十
二
月
に
支

給
す
る
場
合
に
は
百
分
の
五
十
四
以
上
（
特
定
管

理
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
六
十
四
以
上
）

ロ

直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
「
優
良
」
の

ロ

直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
「
優
良
」
の

段
階
以
上
で
あ
る
職
員
の
う
ち
勤
務
成
績
が
良
好

段
階
以
上
で
あ
る
職
員
の
う
ち
勤
務
成
績
が
良
好

な
職
員
並
び
に
直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が

な
職
員
並
び
に
直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が

「
良
好
」
の
段
階
で
あ
る
職
員
及
び
基
準
日
以
前

「
良
好
」
の
段
階
で
あ
る
職
員
及
び
基
準
日
以
前

に
お
け
る
直
近
の
人
事
評
価
の
結
果
が
な
い
職
員

に
お
け
る
直
近
の
人
事
評
価
の
結
果
が
な
い
職
員

（
ハ
の
人
事
院
の
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）

百

（
ハ
の
人
事
院
の
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）

六

分
の
四
十
九
・
二
五
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ
て

月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
百
分
の
四
十
八
（
特
定



は
、
百
分
の
五
十
九
・
二
五
）

管
理
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
五
十
八
）
、
十

二
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
百
分
の
五
十
・
五

（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
六
十
・

五
）

ハ

直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
「
や
や
不
十

ハ

直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
「
や
や
不
十

分
」
の
段
階
以
下
で
あ
る
職
員
及
び
基
準
日
以
前

分
」
の
段
階
以
下
で
あ
る
職
員
及
び
基
準
日
以
前

六
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
い
て
懲
戒
処
分
を
受
け

六
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
い
て
懲
戒
処
分
を
受
け

た
職
員
そ
の
他
の
人
事
院
の
定
め
る
職
員

百
分

た
職
員
そ
の
他
の
人
事
院
の
定
め
る
職
員

六
月

の
四
十
七
・
二
五
以
下
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ

に
支
給
す
る
場
合
に
は
百
分
の
四
十
六
以
下
（
特

て
は
、
百
分
の
五
十
七
・
二
五
以
下
）

定
管
理
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
五
十
六
以

下
）
、
十
二
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
百
分
の
四

十
八
・
五
以
下
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ
て
は
、

百
分
の
五
十
八
・
五
以
下
）



二

専
門
ス
タ
ッ
フ
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員

二

専
門
ス
タ
ッ
フ
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員

当
該
職
員
が
次
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
の
い
ず
れ

当
該
職
員
が
次
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
の
い
ず
れ

に
該
当
す
る
か
に
応
じ
、
次
に
定
め
る
割
合

に
該
当
す
る
か
に
応
じ
、
次
に
定
め
る
割
合

イ

前
号
イ
に
掲
げ
る
職
員

百
分
の
五
十
五
・
七

イ

前
号
イ
に
掲
げ
る
職
員

六
月
に
支
給
す
る
場

五
以
上
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の

合
に
は
百
分
の
五
十
四
・
五
以
上
（
特
定
管
理
職

七
十
・
二
五
以
上
）

員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
六
十
九
以
上
）
、
十
二

月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
百
分
の
五
十
七
以
上

（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
七
十

一
・
五
以
上
）

ロ

前
号
ロ
に
掲
げ
る
職
員

百
分
の
四
十
七
・
二

ロ

前
号
ロ
に
掲
げ
る
職
員

六
月
に
支
給
す
る
場

五
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
五
十

合
に
は
百
分
の
四
十
六
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ

四
・
二
五
）

て
は
、
百
分
の
五
十
三
）
、
十
二
月
に
支
給
す
る

場
合
に
は
百
分
の
四
十
八
・
五
（
特
定
管
理
職
員



に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
五
十
五
・
五
）

ハ

前
号
ハ
に
掲
げ
る
職
員

百
分
の
四
十
五
・
二

ハ

前
号
ハ
に
掲
げ
る
職
員

六
月
に
支
給
す
る
場

五
以
下
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の

合
に
は
百
分
の
四
十
四
以
下
（
特
定
管
理
職
員
に

五
十
二
・
二
五
以
下
）

あ
つ
て
は
、
百
分
の
五
十
一
以
下
）
、
十
二
月
に

支
給
す
る
場
合
に
は
百
分
の
四
十
六
・
五
以
下

（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
五
十

三
・
五
以
下
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
規
則
九

四
〇
の
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

―



人
事
院
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
及
び
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に

関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
●
●
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
院
規
則
九
―
五
五
（
特
地
勤
務
手

当
等
）
の
一
部
改
正
に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制
定
す
る
。

令
和
七
年
●
月
●
日

人
事
院
総
裁

川

本

裕

子

人
事
院
規
則
九
―
五
五
―
一
五
四

人
事
院
規
則
九
―
五
五
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則

人
事
院
規
則
九
―
五
五
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。
）
で
こ
れ
に
対
応
す

る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。

改

正

後

改

正

前

（
特
地
勤
務
手
当
の
月
額
）

（
特
地
勤
務
手
当
の
月
額
）



第
二
条

特
地
勤
務
手
当
の
月
額
は
、
俸
給
及
び
扶
養
手

第
二
条

特
地
勤
務
手
当
の
月
額
は
、
特
地
勤
務
手
当
基

当
の
月
額
の
合
計
額
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
特
地
官

礎
額
に
、
別
表
の
級
別
区
分
（
前
条
の
人
事
院
が
定
め

署
の
級
別
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
支
給
割

る
官
署
に
あ
つ
て
は
、
人
事
院
が
定
め
る
当
該
官
署
の

合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

級
別
区
分
）
に
応
じ
、
次
に
定
め
る
支
給
割
合
を
乗
じ

一

六
級
地

百
分
の
二
十
五

て
得
た
額
（
そ
の
額
が
現
に
受
け
る
俸
給
及
び
扶
養
手

二

五
級
地

百
分
の
二
十

当
の
月
額
の
合
計
額
に
百
分
の
二
十
五
を
乗
じ
て
得
た

三

四
級
地

百
分
の
十
六

額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
額
）
と
す
る
。

四

三
級
地

百
分
の
十
二

六
級
地

百
分
の
二
十
五

五

二
級
地

百
分
の
八

五
級
地

百
分
の
二
十

六

一
級
地

百
分
の
四

四
級
地

百
分
の
十
六

三
級
地

百
分
の
十
二

二
級
地

百
分
の
八

一
級
地

百
分
の
四



２

前
項
の
特
地
官
署
の
級
別
区
分
は

別
表
に
定
め
る

２

前
項
の
特
地
勤
務
手
当
基
礎
額
は
、
次
の
各
号
に
掲

、

と
お
り
（
前
条
の
人
事
院
が
定
め
る
官
署
に
あ
つ
て

げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
に
受

は
、
人
事
院
が
定
め
る
当
該
官
署
の
級
別
区
分
）
と
す

け
て
い
た
俸
給
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
の
二

る
。

分
の
一
に
相
当
す
る
額
と
現
に
受
け
る
俸
給
及
び
扶
養

手
当
の
月
額
の
合
計
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を

合
算
し
た
額
（
法
第
六
十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
（
以
下
「
定
年
前
再

任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、

現
に
受
け
る
俸
給
の
月
額
）
と
す
る
。

（
削
る
）

一

職
員
が
特
地
官
署
に
勤
務
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場

合

そ
の
勤
務
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
（
職
員
が
そ

の
日
前
一
年
以
内
に
当
該
官
署
に
勤
務
し
て
い
た
場

合
（
人
事
院
が
定
め
る
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
そ



の
日
前
の
人
事
院
が
定
め
る
日
）

（
削
る
）

二

職
員
が
特
地
官
署
以
外
の
官
署
に
勤
務
す
る
こ
と

と
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
勤
務
す
る
こ
と
と

な
つ
た
日
後
に
当
該
官
署
が
特
地
官
署
に
該
当
す
る

こ
と
と
な
つ
た
と
き

そ
の
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ

た
日

（
削
る
）

三

第
一
号
、
前
号
又
は
こ
の
号
の
規
定
の
適
用
を
受

け
て
い
た
職
員
が
そ
の
勤
務
す
る
特
地
官
署
の
移
転

に
伴
つ
て
住
居
を
移
転
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該

官
署
が
当
該
移
転
後
も
引
き
続
き
特
地
官
署
に
該
当

す
る
と
き

当
該
官
署
の
移
転
の
日

（
削
る
）

３

次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間

勤
務
職
員
を
除
く
。
）
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用



に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

前
項
各
号
に
定
め
る
日
が
平
成
十
四
年
四
月
一
日

か
ら
同
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
あ
る
職
員

同
項
中
「
に
受
け
て
い
た
」
と
あ
る
の
は
、
「
に
係

る
俸
給
及
び
扶
養
手
当
に
つ
い
て
一
般
職
の
職
員
の

給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
号
）
の
施
行
の
日
に
お

け
る
同
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
給
与
法

の
規
定
に
よ
る
も
の
と
し
た
場
合
の
」
と
す
る
。

二

前
項
各
号
に
定
め
る
日
が
平
成
十
五
年
四
月
一
日

か
ら
同
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
職
員

同
項
中
「
に
受
け
て
い
た
」
と
あ
る
の
は
、
「
に
係

る
俸
給
及
び
扶
養
手
当
に
つ
い
て
一
般
職
の
職
員
の



給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
の
施
行
の
日

に
お
け
る
同
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
給

与
法
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
し
た
場
合
の
」
と
す

る
。

三

前
項
各
号
に
定
め
る
日
が
平
成
十
七
年
四
月
一
日

か
ら
同
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
あ
る
職
員

同
項
中
「
に
受
け
て
い
た
」
と
あ
る
の
は
、
「
に
係

る
俸
給
及
び
扶
養
手
当
に
つ
い
て
一
般
職
の
職
員
の

給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
十
三
号
）
の
施
行
の
日
に

お
け
る
同
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
給
与

法
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
し
た
場
合
の
」
と
す
る
。



四

前
項
各
号
に
定
め
る
日
が
平
成
二
十
一
年
四
月
一

日
か
ら
同
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
あ
る
職
員

（
そ
の
日
に
平
成
二
十
一
年
度
減
額
改
定
対
象
職
員

（
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
八
十
六

号
）
附
則
第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
減
額

改
定
対
象
職
員
を
い
う
。
）
で
あ
つ
た
者
に
限

る
。
）

前
項
中
「
受
け
て
い
た
俸
給
及
び
」
と
あ

る
の
は
、
「
係
る
俸
給
に
つ
い
て
一
般
職
の
職
員
の

給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
八
十
六
号
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
平
成
二
十
一
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）

の
施
行
の
日
に
お
け
る
平
成
二
十
一
年
改
正
法
第
一



条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
給
与
法
の
規
定
及
び
平

成
二
十
一
年
改
正
法
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後

の
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
十
三

号
）
附
則
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
し
た
場

合
の
俸
給
の
月
額
並
び
に
当
該
定
め
る
日
に
受
け
て

い
た
」
と
す
る
。

五

前
項
各
号
に
定
め
る
日
が
平
成
二
十
二
年
四
月
一

日
か
ら
同
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
あ
る
職
員

（
そ
の
日
に
平
成
二
十
二
年
度
減
額
改
定
対
象
職
員

（
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
五
十
三

号
）
附
則
第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
減
額



改
定
対
象
職
員
を
い
う
。
）
で
あ
つ
た
者
に
限

る
。
）

前
項
中
「
受
け
て
い
た
俸
給
及
び
」
と
あ

る
の
は
、
「
係
る
俸
給
に
つ
い
て
一
般
職
の
職
員
の

給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
五
十
三
号
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
平
成
二
十
二
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）

の
施
行
の
日
に
お
け
る
平
成
二
十
二
年
改
正
法
第
一

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
給
与
法
の
規
定
及
び
平

成
二
十
二
年
改
正
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後

の
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
十
三

号
）
附
則
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
し
た
場

合
の
俸
給
の
月
額
並
び
に
当
該
定
め
る
日
に
受
け
て



い
た
」
と
す
る
。

六

前
項
各
号
に
定
め
る
日
が
平
成
二
十
三
年
四
月
一

日
か
ら
平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
九
日
ま
で
の
間
に

あ
る
職
員
（
そ
の
日
に
平
成
二
十
三
年
度
減
額
改
定

対
象
職
員
（
国
家
公
務
員
の
給
与
の
改
定
及
び
臨
時

特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
二

号
）
附
則
第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
減
額

改
定
対
象
職
員
を
い
う
。
）
で
あ
つ
た
者
に
限

る
。
）

前
項
中
「
受
け
て
い
た
俸
給
及
び
」
と
あ

る
の
は
、
「
係
る
俸
給
に
つ
い
て
国
家
公
務
員
の
給

与
の
改
定
及
び
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二

十
四
年
法
律
第
二
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
給

与
改
定
特
例
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
に
お
け



る
給
与
改
定
特
例
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後

の
給
与
法
の
規
定
及
び
給
与
改
定
特
例
法
第
五
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
後
の
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関

す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七

年
法
律
第
百
十
三
号
）
附
則
第
十
一
条
の
規
定
に
よ

る
も
の
と
し
た
場
合
の
俸
給
の
月
額
並
び
に
当
該
定

め
る
日
に
受
け
て
い
た
」
と
す
る
。

（
削
る
）

４

次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間

勤
務
職
員
を
除
く
。
）
に
対
す
る
第
二
項
（
前
項
各
号

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

育
児
休
業
法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児



短
時
間
勤
務
職
員
及
び
育
児
休
業
法
第
二
十
二
条
の

規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
（
以
下

「
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
」
と
い
う
。
）
以
外
の

職
員
で
あ
つ
て
、
第
二
項
各
号
に
定
め
る
日
に
お
い

て
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
つ
た
も
の

同
項

中
「
受
け
て
い
た
俸
給
及
び
」
と
あ
る
の
は
「
受
け

て
い
た
俸
給
の
月
額
を
同
日
に
お
け
る
育
児
休
業
法

第
十
七
条
（
育
児
休
業
法
第
二
十
二
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

ら
れ
た
勤
務
時
間
法
第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規

定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
項

本
文
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
で
除

し
て
得
た
額
及
び
同
日
に
受
け
て
い
た
」
と
、
前
項



第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
す
る
第
二
項
中
「
並
び
に
当
該
定
め
る
日
」

と
あ
る
の
は
「
を
当
該
定
め
る
日
に
お
け
る
育
児
休

業
法
第
十
七
条
（
育
児
休
業
法
第
二
十
二
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
ら
れ
た
勤
務
時
間
法
第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書

の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を

同
項
本
文
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数

で
除
し
て
得
た
額
並
び
に
同
日
」
と
す
る
。

二

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
つ
て
、
第
二
項
各

号
に
定
め
る
日
に
お
い
て
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等

以
外
の
職
員
で
あ
つ
た
も
の

同
項
（
前
項
第
一
号

か
ら
第
三
号
ま
で
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用



す
る
場
合
を
含
む
。
）
中
「
俸
給
及
び
扶
養
手
当
の

月
額
の
合
計
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
と
」
と

あ
る
の
は
「
、
俸
給
の
月
額
に
育
児
休
業
法
第
十
七

条
（
育
児
休
業
法
第
二
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た

勤
務
時
間
法
第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ

り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
項
本
文
に

規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得

た
額
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
の
二
分
の
一

に
相
当
す
る
額
と
」
と
、
前
項
第
四
号
か
ら
第
六
号

ま
で
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
二
項

中
「
並
び
に
」
と
あ
る
の
は
「
に
育
児
休
業
法
第
十

七
条
（
育
児
休
業
法
第
二
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す



る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ

た
勤
務
時
間
法
第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に

よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
項
本
文

に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て

得
た
額
並
び
に
」
と
す
る
。

三

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
つ
て
、
第
二
項
各

号
に
定
め
る
日
に
お
い
て
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等

で
あ
つ
た
も
の

同
項
中
「
受
け
て
い
た
俸
給
及

び
」
と
あ
る
の
は
「
受
け
て
い
た
俸
給
の
月
額
を
同

日
に
お
け
る
育
児
休
業
法
第
十
七
条
（
育
児
休
業
法

第
二
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
ら
れ
た
勤
務
時
間
法
第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書



の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を

同
項
本
文
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数

で
除
し
て
得
た
額
に
育
児
休
業
法
第
十
七
条
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
勤
務
時
間
法
第
五
条
第
一

項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の

勤
務
時
間
を
同
項
本
文
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除

し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
同
日
に
受
け
て

い
た
」
と
、
前
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
二
項
中
「
並
び
に

当
該
定
め
る
日
」
と
あ
る
の
は
「
を
当
該
定
め
る
日

に
お
け
る
育
児
休
業
法
第
十
七
条
（
育
児
休
業
法
第

二
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替



え
ら
れ
た
勤
務
時
間
法
第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の

規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同

項
本
文
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
で

除
し
て
得
た
額
に
育
児
休
業
法
第
十
七
条
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
勤
務
時
間
法
第
五
条
第
一
項

た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤

務
時
間
を
同
項
本
文
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し

て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
並
び
に
同
日
」
と
す

る
。

四

育
児
休
業
法
第
二
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
任

期
付
短
時
間
勤
務
職
員
（
以
下
「
任
期
付
短
時
間
勤

務
職
員
」
と
い
う
。
）

第
二
項
中
「
受
け
て
い
た

俸
給
及
び
」
と
あ
る
の
は
「
受
け
て
い
た
俸
給
の
月



額
を
同
日
に
お
け
る
育
児
休
業
法
第
二
十
五
条
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
勤
務
時
間
法
第
五
条
第

一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者

の
勤
務
時
間
を
同
項
本
文
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で

除
し
て
得
た
数
で
除
し
て
得
た
額
に
育
児
休
業
法
第

二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
勤
務
時

間
法
第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
定
め

ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
項
本
文
に
規
定
す

る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
及

び
同
日
に
受
け
て
い
た
」
と
、
前
項
第
四
号
か
ら
第

六
号
ま
で
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第

二
項
中
「
並
び
に
当
該
定
め
る
日
」
と
あ
る
の
は

「
を
当
該
定
め
る
日
に
お
け
る
育
児
休
業
法
第
二
十



五
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
勤
務
時
間
法

第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ

た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
項
本
文
に
規
定
す
る
勤

務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
で
除
し
て
得
た
額
に
育
児

休
業
法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ

た
勤
務
時
間
法
第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に

よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
項
本
文

に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て

得
た
額
並
び
に
同
日
」
と
す
る
。

（
特
地
勤
務
手
当
を
支
給
し
な
い
期
間
）

（
特
地
勤
務
手
当
を
支
給
し
な
い
期
間
）

第
三
条

（
略
）

第
二
条
の
二

（
略
）

（
特
地
勤
務
手
当
と
地
域
手
当
と
の
調
整
）

（
削
る
）

第
三
条

規
則
九
―
四
九
（
地
域
手
当
）
別
表
第
一
に
掲



げ
る
地
域
に
所
在
す
る
特
地
官
署
に
勤
務
す
る
職
員

（
前
条
の
規
定
に
よ
り
特
地
勤
務
手
当
を
支
給
さ
れ
な

い
職
員
を
除
く
。
）
に
は
、
給
与
法
第
十
一
条
の
三
の

規
定
に
よ
る
地
域
手
当
の
額
の
限
度
に
お
い
て
、
特
地

勤
務
手
当
は
支
給
し
な
い
。

（
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
）

（
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
）

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

２

給
与
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
地
勤
務

２

給
与
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
地
勤
務

手
当
に
準
ず
る
手
当
の
月
額
は
、
俸
給
及
び
扶
養
手
当

手
当
に
準
ず
る
手
当
の
月
額
は
、
同
項
に
規
定
す
る
異

の
月
額
の
合
計
額
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
期
間

動
又
は
官
署
の
移
転
の
日
（
職
員
が
当
該
異
動
に
よ
り

等
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
支
給
割
合

そ
の
日
前
一
年
以
内
に
在
勤
し
て
い
た
官
署
に
勤
務
す

を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
（
人
事
院
が
定
め
る
場
合
に
限

る
。
）
に
は
、
そ
の
日
前
の
人
事
院
が
定
め
る
日
。
以



下
こ
の
条
及
び
第
十
一
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
受
け

て
い
た
俸
給
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
（
定
年

前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
つ
て
は
、
現
に
受
け

る
俸
給
の
月
額
。
第
六
条
に
お
い
て
「
異
動
等
の
日
の

俸
給
等
の
合
計
額
」
と
い
う
。
）
に
、
次
の
表
の
上
欄

に
掲
げ
る
期
間
等
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
が
現
に
受

け
る
俸
給
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
に
百
分
の

六
を
乗
じ
て
得
た
額
（
同
条
に
お
い
て
「
上
限
額
」
と

い
う
。
）
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
額
）
と
す
る
。

期

間

等

の

区

分

支
給
割
合

期

間

等

の

区

分

支
給
割
合

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）



（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

備
考

前
条
各
号
に
掲
げ
る
官
署
の
う
ち
次
項
第
一

備
考

第
二
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る
官
署
の
う
ち
第

号
に
掲
げ
る
官
署
以
外
の
官
署
に
在
勤
す
る
職

四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
官
署
以
外
の
官
署
に
在

員
に
対
す
る
冬
期
以
外
の
期
間
に
お
け
る
こ
の

勤
す
る
職
員
に
対
す
る
冬
期
以
外
の
期
間
に
お

表
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
官
署
を
準
特
地

け
る
こ
の
表
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
官
署

官
署
と
み
な
す
。

を
準
特
地
官
署
と
み
な
す
。

（
削
る
）

３

次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間

勤
務
職
員
を
除
く
。
）
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
以
外
の
職
員
で
あ
つ

て
、
給
与
法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
異
動
又

は
官
署
の
移
転
の
日
に
お
い
て
育
児
短
時
間
勤
務
職

員
等
で
あ
つ
た
も
の

前
項
中
「
受
け
て
い
た
俸
給



及
び
」
と
あ
る
の
は
「
受
け
て
い
た
俸
給
の
月
額
を

同
項
に
規
定
す
る
異
動
又
は
官
署
の
移
転
の
日
に
お

け
る
育
児
休
業
法
第
十
七
条
（
育
児
休
業
法
第
二
十

二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
勤
務
時
間
法
第
五
条
第
一

項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の

勤
務
時
間
を
同
項
本
文
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除

し
て
得
た
数
で
除
し
て
得
た
額
及
び
同
日
に
受
け
て

い
た
」
と
す
る
。

二

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
つ
て
、
給
与
法
第

十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
異
動
又
は
官
署
の
移
転

の
日
に
お
い
て
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
以
外
の
職

員
で
あ
つ
た
も
の

前
項
中
「
俸
給
及
び
扶
養
手
当



の
月
額
の
合
計
額
（
」
と
あ
る
の
は
「
、
俸
給
の
月

額
に
育
児
休
業
法
第
十
七
条
（
育
児
休
業
法
第
二
十

二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
勤
務
時
間
法
第
五
条
第
一

項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の

勤
務
時
間
を
同
項
本
文
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除

し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
扶
養
手
当
の
月

額
の
合
計
額
（
」
と
す
る
。

三

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
つ
て
、
給
与
法
第

十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
異
動
又
は
官
署
の
移
転

の
日
に
お
い
て
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
つ
た

も
の

前
項
中
「
受
け
て
い
た
俸
給
及
び
」
と
あ
る

の
は
「
受
け
て
い
た
俸
給
の
月
額
を
同
項
に
規
定
す



る
異
動
又
は
官
署
の
移
転
の
日
に
お
け
る
育
児
休
業

法
第
十
七
条
（
育
児
休
業
法
第
二
十
二
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
勤
務
時
間

法
第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら

れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
項
本
文
に
規
定
す
る

勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
で
除
し
て
得
た
額
に
育

児
休
業
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ

た
勤
務
時
間
法
第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に

よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
項
本
文

に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て

得
た
額
及
び
同
日
に
受
け
て
い
た
」
と
す
る
。

四

任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員

前
項
中
「
受
け
て
い



た
俸
給
及
び
」
と
あ
る
の
は
「
受
け
て
い
た
俸
給
の

月
額
を
同
項
に
規
定
す
る
異
動
又
は
官
署
の
移
転
の

日
に
お
け
る
育
児
休
業
法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
ら
れ
た
勤
務
時
間
法
第
五
条
第
一
項
た

だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務

時
間
を
同
項
本
文
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て

得
た
数
で
除
し
て
得
た
額
に
育
児
休
業
法
第
二
十
五

条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
勤
務
時
間
法
第

五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た

そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
項
本
文
に
規
定
す
る
勤
務

時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
同
日

に
受
け
て
い
た
」
と
す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
官
署

４

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
官
署



に
在
勤
す
る
職
員
に
は
、
冬
期
以
外
の
期
間
は
、
給
与

に
在
勤
す
る
職
員
に
は
、
冬
期
以
外
の
期
間
は
、
給
与

法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
地
勤
務
手
当
に

法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
地
勤
務
手
当
に

準
ず
る
手
当
を
支
給
し
な
い
。

準
ず
る
手
当
を
支
給
し
な
い
。

一

前
条
各
号
に
掲
げ
る
官
署
の
う
ち
人
事
院
が
定
め

一

第
二
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る
官
署
の
う
ち
人
事
院

る
も
の

が
定
め
る
も
の

二

（
略
）

二

（
略
）

（
削
る
）

第
五
条

給
与
法
第
十
四
条
第
二
項
の
任
用
の
事
情
等
を

考
慮
し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
人
事
交
流

等
に
よ
り
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
つ
た
職

員
と
す
る
。

第
五
条

給
与
法
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条

２

給
与
法
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
と
の

項
の
規
定
に
よ
る
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
と
の
権
衡

権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
人
事

上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
人
事
院
規



院
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
と
す

則
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
と
す
る
。

る
。

（
削
る
）

一

交
流
採
用
（
官
民
人
事
交
流
法
第
二
条
第
四
項
に

規
定
す
る
交
流
採
用
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
又
は
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
採
用
（
法
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
日
の
翌

日
に
お
け
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
を
さ
れ
、
特
地
官
署
又
は
準
特
地
官
署
に

在
勤
す
る
こ
と
と
な
つ
た
職
員
で
、
当
該
官
署
に
在

勤
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
に
伴
つ
て
住
居
を
移
転

し
た
も
の

一

新
た
に
特
地
官
署
又
は
準
特
地
官
署
に
該
当
す
る

二

新
た
に
特
地
官
署
又
は
準
特
地
官
署
に
該
当
す
る

こ
と
と
な
つ
た
官
署
に
在
勤
す
る
職
員
で
そ
の
特
地

こ
と
と
な
つ
た
官
署
に
在
勤
す
る
職
員
で
そ
の
特
地



官
署
又
は
準
特
地
官
署
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た

官
署
又
は
準
特
地
官
署
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た

日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
指
定
日
」
と
い

日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
指
定
日
」
と
い

う
。
）
前
三
年
以
内
に
、
新
た
に
俸
給
表
の
適
用
を

う
。
）
前
三
年
以
内
に
、
検
察
官
で
あ
つ
た
者
若
し

受
け
る
職
員
と
な
つ
て
、
当
該
官
署
に
在
勤
す
る
こ

く
は
給
与
法
第
十
一
条
の
七
第
三
項
に
規
定
す
る
行

と
と
な
つ
た
こ
と
に
伴
つ
て
住
居
を
移
転
し
た
も
の

政
執
行
法
人
職
員
等
（
以
下
「
行
政
執
行
法
人
職
員

等
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
た
者
か
ら
人
事
交
流
等
に

よ
り
引
き
続
き
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な

り
、
又
は
交
流
採
用
若
し
く
は
法
第
六
十
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
を
さ
れ
、
当
該
官
署
に
在

勤
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
に
伴
つ
て
住
居
を
移
転

し
た
も
の

二

新
た
に
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
つ
た

三

法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
を

者
で
、
新
た
に
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な

さ
れ
、
か
つ
、
当
該
採
用
の
日
の
前
日
に
在
勤
し
て



つ
た
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
適
用
日
」
と
い

い
た
官
署
に
引
き
続
き
在
勤
す
る
こ
と
と
な
つ
た
職

う
。
）
の
前
日
に
在
勤
し
て
い
た
官
署
に
引
き
続
き

員
の
う
ち
、
当
該
採
用
の
日
前
か
ら
引
き
続
き
勤
務

在
勤
す
る
こ
と
と
な
つ
た
職
員
の
う
ち
、
当
該
適
用

し
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
、
給
与
法
第
十
四
条

日
前
か
ら
引
き
続
き
勤
務
し
て
い
た
も
の
と
し
た
場

第
二
項
に
規
定
す
る
新
た
に
特
地
官
署
又
は
準
特
地

合
に
、
給
与
法
第
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
新
た

官
署
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
官
署
に
在
勤
す
る

に
特
地
官
署
又
は
準
特
地
官
署
に
該
当
す
る
こ
と
と

職
員
で
、
指
定
日
前
三
年
以
内
に
当
該
官
署
に
異
動

な
つ
た
官
署
に
在
勤
す
る
職
員
で
、
指
定
日
前
三
年

し
、
当
該
異
動
に
伴
つ
て
住
居
を
移
転
し
た
も
の
と

以
内
に
当
該
官
署
に
異
動
し
た
こ
と
又
は
新
た
に
俸

な
る
も
の

給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
つ
て
当
該
官
署
に

在
勤
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
に
伴
つ
て
住
居
を
移

転
し
た
も
の
と
な
る
も
の
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。
）

三

新
た
に
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
つ
た

四

法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
を



者
で
、
適
用
日
の
前
日
に
給
与
法
第
十
四
条
第
一
項

さ
れ
た
職
員
で
、
当
該
採
用
の
日
の
前
日
に
給
与
法

又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず

第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
地

る
手
当
を
支
給
さ
れ
て
い
た
も
の
の
う
ち
、
当
該
適

勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
を
支
給
さ
れ
て
い
た
も
の

用
日
前
か
ら
引
き
続
き
勤
務
し
て
い
た
も
の
と
し
た

の
う
ち
、
当
該
採
用
の
日
前
か
ら
引
き
続
き
勤
務
し

場
合
に
、
こ
れ
ら
の
項
の
規
定
に
よ
る
特
地
勤
務
手

て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
、
こ
れ
ら
の
項
の
規
定

当
に
準
ず
る
手
当
の
支
給
要
件
を
具
備
す
る
こ
と
と

に
よ
る
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
の
支
給
要
件

な
る
も
の

を
具
備
す
る
こ
と
と
な
る
も
の

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
前
三
号
に
規
定

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
前
各
号
に
規
定

す
る
職
員
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
職
員
と
し
て
人

す
る
職
員
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
職
員
と
し
て
人

事
院
が
認
め
る
も
の

事
院
が
認
め
る
も
の

２

給
与
法
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
地
勤
務

３

給
与
法
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
地
勤
務

手
当
に
準
ず
る
手
当
の
支
給
期
間
及
び
額
は
、
次
の
各

手
当
に
準
ず
る
手
当
の
支
給
期
間
及
び
額
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め

号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め



る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

新
た
に
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
つ
て

一

検
察
官
で
あ
つ
た
者
又
は
行
政
執
行
法
人
職
員
等

特
地
官
署
又
は
準
特
地
官
署
に
在
勤
す
る
こ
と
と
な

で
あ
つ
た
者
か
ら
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
き
俸

つ
た
こ
と
に
伴
つ
て
住
居
を
移
転
し
た
職
員

適
用

給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
つ
て
特
地
官
署
又

日
に
特
地
官
署
又
は
準
特
地
官
署
に
異
動
し
た
も
の

は
準
特
地
官
署
に
在
勤
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
に

と
し
た
場
合
に
前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に

伴
つ
て
住
居
を
移
転
し
た
職
員
又
は
前
項
第
一
号
に

よ
り
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
期
間
及
び
額

規
定
す
る
職
員

当
該
職
員
が
俸
給
表
の
適
用
を
受

け
る
こ
と
と
な
つ
た
日
、
交
流
採
用
を
さ
れ
た
日
又

は
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
を

さ
れ
た
日
に
特
地
官
署
又
は
準
特
地
官
署
に
異
動
し

た
も
の
と
し
た
場
合
に
前
条
第
一
項
及
び
第
二
項

（
同
条
第
三
項
及
び
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
号
か
ら



第
五
号
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
期

間
及
び
額

二

新
た
に
特
地
官
署
又
は
準
特
地
官
署
に
該
当
す
る

二

新
た
に
特
地
官
署
又
は
準
特
地
官
署
に
該
当
す
る

こ
と
と
な
つ
た
官
署
に
在
勤
す
る
職
員
で
指
定
日
前

こ
と
と
な
つ
た
官
署
に
在
勤
す
る
職
員
で
指
定
日
前

三
年
以
内
に
当
該
官
署
に
異
動
し
、
当
該
異
動
に
伴

三
年
以
内
に
当
該
官
署
に
異
動
し
、
当
該
異
動
に
伴

つ
て
住
居
を
移
転
し
た
も
の

当
該
職
員
の
指
定
日

つ
て
住
居
を
移
転
し
た
も
の

当
該
職
員
の
指
定
日

に
在
勤
す
る
官
署
が
当
該
異
動
の
日
前
に
特
地
官
署

に
在
勤
す
る
官
署
が
当
該
異
動
の
日
前
に
特
地
官
署

又
は
準
特
地
官
署
に
該
当
し
て
い
た
も
の
と
し
た
場

又
は
準
特
地
官
署
に
該
当
し
て
い
た
も
の
と
し
た
場

合
に
前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定

合
に
前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
十
一
条
第

日
以
降
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
期
間
及
び
額

二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
日
以
降
支
給
さ
れ
る
こ
と

と
な
る
期
間
及
び
額

三

前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
職
員

当
該
職
員
の
指

三

前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
職
員

当
該
職
員
の
指



定
日
に
在
勤
す
る
官
署
が
適
用
日
前
に
特
地
官
署
又

定
日
に
在
勤
す
る
官
署
が
、
当
該
職
員
の
俸
給
表
の

は
準
特
地
官
署
に
該
当
し
て
い
た
も
の
と
し
、
か

適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
つ
た
日
、
交
流
採
用
を
さ

つ
、
当
該
職
員
が
当
該
適
用
日
に
当
該
官
署
に
異
動

れ
た
日
又
は
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

し
た
も
の
と
し
た
場
合
に
前
条
第
一
項
及
び
第
二
項

る
採
用
を
さ
れ
た
日
前
に
特
地
官
署
又
は
準
特
地
官

の
規
定
に
よ
り
指
定
日
以
降
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な

署
に
該
当
し
て
い
た
も
の
と
し
、
か
つ
、
当
該
職
員

る
期
間
及
び
額

が
そ
の
日
に
当
該
官
署
に
異
動
し
た
も
の
と
し
た
場

合
に
前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
十
一
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
日
以
降
支
給
さ
れ
る
こ
と

と
な
る
期
間
及
び
額

四

前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
職
員

適
用
日
前
か
ら

四

前
項
第
三
号
に
規
定
す
る
職
員

当
該
職
員
が
同

俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
し
て
引
き
続
き
勤

号
の
採
用
の
日
前
か
ら
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務

務
し
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
前
条
第
一
項
及
び

職
員
と
し
て
引
き
続
き
勤
務
し
て
い
た
も
の
と
し
た

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
日
以
降
支
給
さ
れ
る
こ

場
合
に
前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指



と
と
な
る
期
間
及
び
額

定
日
以
降
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
期
間
及
び
額

五

前
項
第
三
号
に
規
定
す
る
職
員

適
用
日
前
か
ら

五

前
項
第
四
号
に
規
定
す
る
職
員

当
該
職
員
が
同

俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
し
て
引
き
続
き
勤

号
の
採
用
の
日
前
か
ら
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務

務
し
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
前
条
第
一
項
及
び

職
員
と
し
て
引
き
続
き
勤
務
し
て
い
た
も
の
と
し
た

第
二
項
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
適
用
日
以

場
合
に
前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
又
は
こ
の
項
の
規

降
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
期
間
及
び
額

定
に
よ
り
当
該
採
用
の
日
以
降
支
給
さ
れ
る
こ
と
と

な
る
期
間
及
び
額

六

前
項
第
四
号
に
規
定
す
る
職
員

別
に
人
事
院
が

六

前
項
第
五
号
に
規
定
す
る
職
員

別
に
人
事
院
が

定
め
る
期
間
及
び
額

定
め
る
期
間
及
び
額

３

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
条
第
三
項
各
号
に

４

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
条
第
四
項
各
号
に

掲
げ
る
官
署
に
在
勤
す
る
職
員
に
は
、
冬
期
以
外
の
期

掲
げ
る
官
署
に
在
勤
す
る
職
員
に
は
、
冬
期
以
外
の
期

間
は
、
給
与
法
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
地

間
は
、
給
与
法
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
地



勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
を
支
給
し
な
い
。

勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
を
支
給
し
な
い
。

（
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
と
広
域
異
動
手
当
と

の
調
整
）

（
削
る
）

第
六
条

給
与
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
特
地
勤
務
手

当
に
準
ず
る
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
の
う
ち
給
与
法

第
十
一
条
の
八
の
規
定
に
よ
り
広
域
異
動
手
当
（
そ
の

支
給
割
合
が
百
分
の
一
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
）
を

支
給
さ
れ
る
職
員
の
当
該
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手

当
の
月
額
は
、
異
動
等
の
日
の
俸
給
等
の
合
計
額
に
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
当
該
広
域
異
動
手
当
の
支
給
割
合

の
区
分
に
応
じ
、
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
支
給

割
合
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
減
じ

た
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
が
上
限
額
を
超
え



る
と
き
は
、
当
該
上
限
額
）
と
す
る
。

一

百
分
の
二
を
超
え
る
支
給
割
合

百
分
の
二

二

百
分
の
一
を
超
え
百
分
の
二
以
下
の
支
給
割
合

百
分
の
一

（
端
数
計
算
）

（
端
数
計
算
）

第
六
条

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
地
勤
務
手
当

第
七
条

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
特
地
勤
務
手
当
の
月
額

の
月
額
又
は
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
地
勤
務

又
は
第
四
条
第
二
項
若
し
く
は
前
条
の
規
定
に
よ
る
特

手
当
に
準
ず
る
手
当
の
月
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ

地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
の
月
額
に
一
円
未
満
の
端

る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
を

数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て

も
つ
て
、
こ
れ
ら
の
給
与
の
月
額
と
す
る
。

た
額
を
も
つ
て
、
こ
れ
ら
の
給
与
の
月
額
と
す
る
。

（
報
告
）

（
報
告
）

第
七
条

（
略
）

第
八
条

（
略
）

（
特
地
官
署
等
の
見
直
し
）



（
削
る
）

第
八
条
の
二

特
地
官
署
及
び
準
特
地
官
署
並
び
に
級
別

区
分
に
つ
い
て
は
、
五
年
ご
と
に
見
直
す
の
を
例
と
す

る
。

（
雑
則
）

（
雑
則
）

第
八
条

（
略
）

第
九
条

（
略
）

（
給
与
法
附
則
第
八
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員

の
特
地
勤
務
手
当
基
礎
額
）

（
削
る
）

第
十
条

給
与
法
附
則
第
八
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る

職
員
で
あ
つ
て
、
第
二
条
第
二
項
各
号
に
定
め
る
日
に

お
い
て
当
該
職
員
以
外
の
職
員
で
あ
つ
た
も
の
に
対
す

る
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同

項
中
「
受
け
て
い
た
俸
給
及
び
」
と
あ
る
の
は
、
「
受

け
て
い
た
俸
給
の
月
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た



額
及
び
同
日
に
受
け
て
い
た
」
と
す
る
。

２

給
与
法
附
則
第
八
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員

の
う
ち
、
第
二
条
第
三
項
各
号
又
は
第
四
項
各
号
に
掲

げ
る
職
員
で
あ
る
も
の
の
同
条
第
一
項
の
特
地
勤
務
手

当
基
礎
額
は
、
前
項
並
び
に
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
準
じ
て
人

事
院
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
額
と
す
る
。

（
給
与
法
附
則
第
八
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員

の
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
の
月
額
）

（
削
る
）

第
十
一
条

給
与
法
附
則
第
八
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け

る
職
員
で
あ
つ
て
、
給
与
法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定

す
る
異
動
又
は
官
署
の
移
転
の
日
に
お
い
て
当
該
職
員

以
外
の
職
員
で
あ
つ
た
も
の
に
対
す
る
第
四
条
第
二
項



の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
項
中

「
受
け
て
い
た
俸
給
及
び
」
と
あ
る
の
は
、
「
受
け
て

い
た
俸
給
の
月
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
及

び
同
日
に
受
け
て
い
た
」
と
す
る
。

２

給
与
法
附
則
第
八
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員

の
う
ち
、
第
四
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
職
員
で
あ
る

も
の
の
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
の
月
額
は
、
前

項
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら

の
規
定
に
準
じ
て
人
事
院
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算

出
し
た
額
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
等
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
規
則
九
―
五
五
の
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月



一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
に
関
す
る
経
過
措
置
等
）

第
二
条

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
●
号
。
以
下
「
令
和
七
年

改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
条
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
以
前
に
検
察
官
で
あ
っ
た
者

又
は
行
政
執
行
法
人
職
員
等
（
給
与
法
第
十
一
条
の
七
第
三
項
に
規
定
す
る
行
政
執
行
法
人
職
員
等
を
い
う
。
）
で
あ
っ
た

者
か
ら
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
き
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
っ
て
、
又
は
交
流
採
用
（
官
民
人
事
交
流
法
第

二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
交
流
採
用
を
い
う
。
）
さ
れ
特
地
官
署
（
給
与
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
地
官
署

を
い
う
。
）
又
は
準
特
地
官
署
（
給
与
法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
準
特
地
官
署
を
い
う
。
）
に
在
勤
す
る
こ
と
と

な
っ
た
こ
と
に
伴
っ
て
住
居
を
移
転
し
た
職
員
と
し
て
令
和
七
年
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
給
与
法
第
十
四

条
第
二
項
の
適
用
の
際
現
に
令
和
七
年
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
給
与
法
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
を
支
給
さ
れ
て
い
る
も
の
（
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
行
政
執
行
法
人
職
員
等
と
み
な
さ
れ

て
同
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
と
す
る
。

２

令
和
七
年
改
正
法
附
則
第
三
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
対
す
る
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
規
則
九
―
五
五
第



五
条
第
二
項
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
一
号
中
「
期
間
」
と
あ
る
の
は
、
「
期
間
の
う
ち
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
の

期
間
」
と
す
る
。

第
三
条

前
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
院
が
定
め
る
。

（
人
事
院
規
則
一
―
三
四
の
一
部
改
正
）

第
四
条

人
事
院
規
則
一
―
三
四
（
人
事
管
理
文
書
の
保
存
期
間
及
び
保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
の

よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

別
表

人
事
管
理
文
書
の
保
存
期
間
及
び
保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置
（
第

別
表

人
事
管
理
文
書
の
保
存
期
間
及
び
保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置
（
第

三
条
、
第
四
条
関
係
）

三
条
、
第
四
条
関
係
）

一

（
略
）

一

（
略
）

二

給
与

二

給
与

人
事
管
理
文
書
の
区
分

人
事
管
理
文
書
の
例

保
存
期
間

保
存
期
間

人
事
管
理
文
書
の
区
分

人
事
管
理
文
書
の
例

保
存
期
間

保
存
期
間

満
了
時
の

満
了
時
の

措
置

措
置

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

規
則
九
―

第
七
条
第
一
項
又

特
地
官
署
又
は
準
特

三
年

廃
棄

規
則
九
―

第
八
条
第
一
項
又

特
地
官
署
又
は
準
特

三
年

廃
棄

五
五
（
特

は
第
二
項
の
報
告

地
官
署
が
移
転
す
る

五
五
（
特

は
第
二
項
の
報
告

地
官
署
が
移
転
す
る

地
勤
務
手

の
文
書

場
合
等
の
報
告
の
文

地
勤
務
手

の
文
書

場
合
等
の
報
告
の
文

当
等
）

書

当
等
）

書

特
地
官
署
等
実
態
票

特
地
官
署
等
実
態
票

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

三
～
二
十

（
略
）

三
～
二
十

（
略
）

備
考

備
考

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）



（
人
事
院
規
則
九
―
五
五
―
一
五
一
の
一
部
改
正
）

第
五
条

人
事
院
規
則
九
―
五
五
―
一
五
一
（
人
事
院
規
則
九
―
五
五
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規

則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が

な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

（
改
正
後
の
人
事
院
規
則
九
―
五
五
に
お
け
る
暫
定
再

任
用
職
員
に
関
す
る
経
過
措
置
）

（
削
る
）

第
二
条

国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
一
号
。
次
条
第
一
項
に
お
い

て
「
令
和
三
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
条
第



四
項
に
規
定
す
る
暫
定
再
任
用
職
員
（
次
項
及
び
次
条

に
お
い
て
「
暫
定
再
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
は
、
法

第
六
十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短

時
間
勤
務
職
員
（
次
条
に
お
い
て
「
定
年
前
再
任
用
短

時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
と
み
な
し
て
、
こ
の
規

則
に
よ
る
改
正
後
の
規
則
九
―
五
五
（
以
下
「
改
正
後

の
規
則
九
―
五
五
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
か
ら

第
四
項
ま
で
並
び
に
第
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規

定
を
適
用
す
る
。

２

暫
定
再
任
用
職
員
に
対
す
る
改
正
後
の
規
則
九
―
五

五
第
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
法
第
六
十
条
の
二
第

一
項
」
と
あ
る
の
は
「
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改



正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
一
号
。
以
下

「
令
和
三
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
条
第
一

項
若
し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
第
五
条
第
一
項
若
し
く

は
第
二
項
」
と
、
「
退
職
し
た
日
」
と
あ
る
の
は
「
退

職
し
た
日
又
は
令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
四
条
第
一
項

若
し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
に
係
る
任
期
が
満
了
し
た

日
」
と
、
「
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
」
と
あ
る
の
は

「
こ
の
条
に
お
い
て
「
暫
定
再
任
用
」
と
い
う
」
と
、

同
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
並
び
に
同
条
第
三
項
第

一
号
及
び
第
三
号
中
「
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
採
用
」
と
あ
る
の
は
「
暫
定
再
任
用
」
と
、

同
項
第
四
号
中
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」



と
あ
る
の
は
「
暫
定
再
任
用
職
員
（
令
和
三
年
改
正
法

附
則
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
暫
定
再
任
用
職
員
を

い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
同
項
第
五
号

中
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
あ
る
の
は

「
暫
定
再
任
用
職
員
」
と
す
る
。

（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
暫
定
再
任
用

（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
暫
定
再
任
用

職
員
へ
の
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
に
関
す
る
経

職
員
へ
の
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
に
関
す
る
経

過
措
置
）

過
措
置
）

第
二
条

規
則
九
―
五
五
第
五
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定

第
三
条

改
正
後
の
規
則
九
―
五
五
第
五
条
第
二
項
第
一

は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
に
法
第
六
十
条
の
二
第

号
及
び
第
二
号
の
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後

一
項
又
は
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

に
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
又
は
令
和
三
年
改
正
法
附

（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
一
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

則
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
第
五
条

て
「
令
和
三
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
条
第

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お



一
項
若
し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
第
五
条
第
一
項
若
し

い
て
「
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
等
の
規
定
」
と
い

く
は
第
二
項
の
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
法
第

う
。
）
に
よ
る
採
用
を
さ
れ
た
定
年
前
再
任
用
短
時
間

六
十
条
の
二
第
一
項
等
の
規
定
」
と
い
う
。
）
に
よ
る

勤
務
職
員
及
び
暫
定
再
任
用
職
員
に
つ
い
て
適
用
す

採
用
を
さ
れ
た
法
第
六
十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る

る
。

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
（
次
項
に
お
い
て

「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
及

び
令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る

暫
定
再
任
用
職
員
（
次
項
に
お
い
て
「
暫
定
再
任
用
職

員
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２

規
則
九
―
五
五
第
五
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
は
、

２

改
正
後
の
規
則
九
―
五
五
第
五
条
第
二
項
第
三
号
の

令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
に
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項

規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
に
法
第
六
十
条
の

等
の
規
定
に
よ
る
採
用
を
さ
れ
、
当
該
採
用
の
日
前
か

二
第
一
項
等
の
規
定
に
よ
る
採
用
を
さ
れ
、
当
該
採
用

ら
引
き
続
き
勤
務
し
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
、
同

の
日
前
か
ら
引
き
続
き
勤
務
し
て
い
た
も
の
と
し
た
場



号
の
規
定
す
る
異
動
を
し
た
日
又
は
当
該
職
員
が
新
た

合
に
、
同
号
の
規
定
す
る
異
動
を
し
た
日
が
令
和
七
年

に
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
つ
た
日
が
令
和

四
月
一
日
以
後
で
あ
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職

七
年
四
月
一
日
以
後
で
あ
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤

員
及
び
暫
定
再
任
用
職
員
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

務
職
員
及
び
暫
定
再
任
用
職
員
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

３

規
則
九
―
五
五
第
五
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
は
、

３

改
正
後
の
規
則
九
―
五
五
第
五
条
第
二
項
第
四
号
の

令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
に
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項

規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
に
法
第
六
十
条
の

等
の
規
定
に
よ
る
採
用
を
さ
れ
、
当
該
採
用
の
日
の
前

二
第
一
項
等
の
規
定
に
よ
る
採
用
を
さ
れ
、
当
該
採
用

日
に
支
給
さ
れ
て
い
た
給
与
法
第
十
四
条
第
一
項
又
は

の
日
の
前
日
に
支
給
さ
れ
て
い
た
給
与
法
第
十
四
条
第

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当

一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
地
勤
務
手
当
に
準

の
支
給
要
件
を
具
備
す
る
に
至
っ
た
日
が
令
和
七
年
四

ず
る
手
当
の
支
給
要
件
を
具
備
す
る
に
至
っ
た
日
が
令

月
一
日
以
後
で
あ
る
場
合
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

和
七
年
四
月
一
日
以
後
で
あ
る
場
合
に
つ
い
て
適
用
す

る
。

（
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
特
地



勤
務
手
当
と
地
域
手
当
と
の
調
整
に
関
す
る
経
過
措

置
）

（
削
る
）

第
四
条

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
規
則
九
―
五
五
第
三
条
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
規
則
九
―
四
九

（
地
域
手
当
）
別
表
第
一
」
と
あ
る
の
は
「
規
則
九
―

四
九
―
五
七
（
人
事
院
規
則
九
―
四
九
（
地
域
手
当
）

の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則
）
附
則
別
表
第
一
」

と
、
「
給
与
法
第
十
一
条
の
三
」
と
あ
る
の
は
「
一
般

職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
七
十
二
号
）
附
則
第
七
条

第
一
項
」
と
す
る
。



人
事
院
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
院
規
則
九
―

一
二
三
（
本
府
省
業
務
調
整
手
当
）
の
一
部
改
正
に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制
定
す
る
。

令
和
七
年
●
月
●
日

人
事
院
総
裁

川

本

裕

子

人
事
院
規
則
九
―
一
二
三
―
四
五

の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則

人
事
院
規
則
九
―
一
二
三
（
本
府
省
業
務
調
整
手
当
）

人
事
院
規
則
九
―
一
二
三
（
本
府
省
業
務
調
整
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。
）
で
こ
れ
に
対
応
す

る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
、
改
正
前
欄
に
掲

げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
は
、
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め

る
。

改

正

後

改

正

前



（
国
の
行
政
機
関
の
内
部
部
局
）

（
国
の
行
政
機
関
の
内
部
部
局
）

第
二
条

給
与
法
第
十
条
の
三
第
一
項
第
一
号
の
人
事
院

第
二
条

給
与
法
第
十
条
の
三
第
一
項
第
一
号
の
人
事
院

規
則
で
定
め
る
国
の
行
政
機
関
の
内
部
部
局
は
、
次
に

規
則
で
定
め
る
国
の
行
政
機
関
の
内
部
部
局
は
、
次
に

掲
げ
る
組
織
と
す
る
。

掲
げ
る
組
織
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

内
閣
府
の
内
部
部
局
及
び
内
閣
府
設
置
法
（
平
成

六

内
閣
府
の
内
部
部
局
及
び
本
府
に
置
か
れ
る
職

十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
七
条
第
一
項
に
規

定
す
る
職
又
は
当
該
職
の
つ
か
さ
ど
る
職
務
の
全
部

若
し
く
は
一
部
を
助
け
る
職
に
就
い
て
い
る
職
員
で

構
成
さ
れ
る
組
織

七
～
十
一

（
略
）

七
～
十
一

（
略
）

十
二

金
融
庁
の
内
部
部
局
（
金
融
国
際
審
議
官
を
含

十
二

金
融
庁
の
内
部
部
局

む
。
）



十
三
・
十
四

（
略
）

十
三
・
十
四

（
略
）

十
五

デ
ジ
タ
ル
庁
設
置
法
（
令
和
三
年
法
律
第
三
十

十
五

デ
ジ
タ
ル
庁
に
置
か
れ
る
職

六
号
）
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
又
は
当
該

職
の
つ
か
さ
ど
る
職
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
助

け
る
職
に
就
い
て
い
る
職
員
で
構
成
さ
れ
る
組
織

十
六

総
務
省
の
内
部
部
局
及
び
本
省
に
置
か
れ
る
組

十
六

総
務
省
の
内
部
部
局
及
び
本
省
に
置
か
れ
る
職

織
（
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百

二
十
号
）
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
又
は
当

該
職
の
つ
か
さ
ど
る
職
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を

助
け
る
職
に
就
い
て
い
る
職
員
で
構
成
さ
れ
る
組
織

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

十
七
～
二
十
三

（
略
）

十
七
～
二
十
三

（
略
）

二
十
四

外
務
省
の
内
部
部
局
及
び
本
省
に
置
か
れ
る

二
十
四

外
務
省
の
内
部
部
局
及
び
本
省
に
置
か
れ
る



組
織

職

二
十
五
・
二
十
六

（
略
）

二
十
五
・
二
十
六

（
略
）

二
十
七

文
部
科
学
省
の
内
部
部
局
及
び
本
省
に
置
か

二
十
七

文
部
科
学
省
の
内
部
部
局
及
び
本
省
に
置
か

れ
る
組
織

れ
る
職

二
十
八
・
二
十
九

（
略
）

二
十
八
・
二
十
九

（
略
）

三
十

厚
生
労
働
省
の
内
部
部
局
及
び
本
省
に
置
か
れ

三
十

厚
生
労
働
省
の
内
部
部
局
及
び
本
省
に
置
か
れ

る
組
織

る
職

三
十
一
～
三
十
八

（
略
）

三
十
一
～
三
十
八

（
略
）

三
十
九

国
土
交
通
省
の
内
部
部
局
及
び
本
省
に
置
か

三
十
九

国
土
交
通
省
の
内
部
部
局
及
び
本
省
に
置
か

れ
る
組
織

れ
る
職

四
十
～
四
十
三

（
略
）

四
十
～
四
十
三

（
略
）

四
十
四

環
境
省
の
内
部
部
局
（
国
民
公
園
管
理
事
務

四
十
四

環
境
省
の
内
部
部
局
（
国
民
公
園
管
理
事
務

所
及
び
千
鳥
ケ
淵
戦
没
者
墓
苑
管
理
事
務
所
を
除

所
及
び
千
鳥
ケ
淵
戦
没
者
墓
苑
管
理
事
務
所
を
除



く
。
）
及
び
本
省
に
置
か
れ
る
組
織

く
。
）
及
び
本
省
に
置
か
れ
る
職

四
十
五
・
四
十
六

（
略
）

四
十
五
・
四
十
六

（
略
）

（
給
与
法
第
十
条
の
三
第
一
項
第
二
号
の
人
事
院
規
則

（
給
与
法
第
十
条
の
三
第
一
項
第
二
号
の
人
事
院
規
則

で
定
め
る
業
務
）

で
定
め
る
業
務
）

第
四
条

給
与
法
第
十
条
の
三
第
一
項
第
二
号
の
人
事
院

第
四
条

給
与
法
第
十
条
の
三
第
一
項
第
二
号
の
人
事
院

規
則
で
定
め
る
業
務
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
と
す
る
。

規
則
で
定
め
る
業
務
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
官
職
の
業
務

（
新
設
）

イ

事
務
次
官
、
人
事
院
事
務
総
長
、
内
閣
法
制
次

長
、
宮
内
庁
次
長
、
公
正
取
引
委
員
会
事
務
総

長
、
警
察
庁
長
官
、
金
融
庁
長
官
、
消
費
者
庁
長

官
及
び
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官

ロ

外
局
（
国
家
行
政
組
織
法
第
三
条
第
三
項
の
庁

を
い
う
。
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
長
官



ハ

内
閣
府
審
議
官
、
防
災
監
、
デ
ジ
タ
ル
審
議

官
、
総
務
審
議
官
、
外
務
審
議
官
、
財
務
官
、
文

部
科
学
審
議
官
、
厚
生
労
働
審
議
官
、
医
務
技

監
、
農
林
水
産
審
議
官
、
経
済
産
業
審
議
官
、
技

監
、
国
土
交
通
審
議
官
及
び
地
球
環
境
審
議
官

ニ

外
局
並
び
に
警
察
庁
及
び
消
費
者
庁
の
次
長

ホ

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
官
職
の
ほ
か
、
人
事

院
が
定
め
る
も
の

二
・
三

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
本
府
省
業
務
調
整
手
当
の
月
額
）

（
本
府
省
業
務
調
整
手
当
の
月
額
）

第
六
条

給
与
法
第
十
条
の
三
第
二
項
の
人
事
院
規
則
で

第
六
条

給
与
法
第
十
条
の
三
第
二
項
の
人
事
院
規
則
で

定
め
る
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応

定
め
る
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の



端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）

端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）

と
す
る
。

と
す
る
。

一

次
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員

指
定
職
俸
給

一

次
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員

当
該
職
員
に

表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
以
外
の
職
員
に
あ
っ
て
は

適
用
さ
れ
る
俸
給
表
及
び
当
該
職
員
の
属
す
る
職
務

当
該
職
員
に
適
用
さ
れ
る
俸
給
表
及
び
当
該
職
員
の

の
級
に
応
じ
、
別
表
の
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務

属
す
る
職
務
の
級
、
指
定
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け

職
員
以
外
の
職
員
の
月
額
欄
に
定
め
る
額
（
育
児
休

る
職
員
に
あ
っ
て
は
当
該
職
員
に
適
用
さ
れ
る
俸
給

業
法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤

表
に
応
じ
、
別
表
の
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職

務
職
員
及
び
育
児
休
業
法
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ

員
以
外
の
職
員
の
月
額
欄
に
定
め
る
額
（
育
児
休
業

る
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
に
あ
っ
て
は
育
児

法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務

休
業
法
第
十
七
条
（
育
児
休
業
法
第
二
十
二
条
に
お

職
員
及
び
育
児
休
業
法
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
読

短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
に
あ
っ
て
は
育
児
休

み
替
え
ら
れ
た
勤
務
時
間
法
第
五
条
第
一
項
た
だ
し

業
法
第
十
七
条
（
育
児
休
業
法
第
二
十
二
条
に
お
い

書
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間



て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
読
み

を
同
項
本
文
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た

替
え
ら
れ
た
勤
務
時
間
法
第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書

数
を
、
育
児
休
業
法
第
二
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す

の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を

る
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
っ
て
は
育
児
休
業

同
項
本
文
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数

法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
勤

を
、
育
児
休
業
法
第
二
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る

務
時
間
法
第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り

任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
っ
て
は
育
児
休
業
法

定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
項
本
文
に
規

第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
勤
務

定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
そ
れ
ぞ
れ
そ

時
間
法
第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
定

の
額
に
乗
じ
て
得
た
額
）

め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
項
本
文
に
規
定

す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
そ
れ
ぞ
れ
そ
の

額
に
乗
じ
て
得
た
額
）

二

（
略
）

二

（
略
）

附
則
別
表
（
附
則
第
二
条
関
係
）

附
則
別
表
（
附
則
第
二
条
関
係
）



俸
給
表
及
び
職
務
の
級

月
額

俸
給
表
及
び
職
務
の
級

月
額

行
政
職
俸
給
表

一
級

六
、
四
〇
〇
円

行
政
職
俸
給
表

一
級

五
、
○
○
○
円

㈠

二
級

七
、
六
〇
〇
円

㈠

二
級

六
、
二
○
○
円

三
級

一
三
、
七
〇
〇
円

三
級

一
二
、
三
○
○
円

四
級

一
六
、
九
〇
〇
円

四
級

一
五
、
五
○
○
円

五
級

三
三
、
二
〇
〇
円

五
級

二
六
、
二
○
○
円

六
級

三
四
、
四
〇
〇
円

六
級

二
七
、
四
○
○
円

七
級
以
上

三
六
、
三
〇
〇
円

七
級
以
上

二
九
、
三
○
○
円

専
門
行
政
職
俸

一
級

七
、
六
〇
〇
円

専
門
行
政
職
俸

一
級

六
、
二
○
○
円

給
表

二
級

一
三
、
七
〇
〇
円

給
表

二
級

一
二
、
三
○
○
円

三
級

一
六
、
九
〇
〇
円

三
級

一
五
、
五
○
○
円

四
級

三
四
、
四
〇
〇
円

四
級

二
七
、
四
○
○
円

五
級
以
上

三
六
、
三
〇
〇
円

五
級
以
上

二
九
、
三
○
○
円



税
務
職
俸
給
表

一
級

六
、
四
〇
〇
円

税
務
職
俸
給
表

一
級

五
、
○
○
○
円

二
級

七
、
六
〇
〇
円

二
級

六
、
二
○
○
円

三
級

一
三
、
七
〇
〇
円

三
級

一
二
、
三
○
○
円

四
級

一
六
、
九
〇
〇
円

四
級

一
五
、
五
○
○
円

五
級

三
三
、
二
〇
〇
円

五
級

二
六
、
二
○
○
円

六
級

三
四
、
四
〇
〇
円

六
級

二
七
、
四
○
○
円

七
級
以
上

三
六
、
三
〇
〇
円

七
級
以
上

二
九
、
三
○
○
円

公
安
職
俸
給
表

一
級

六
、
四
〇
〇
円

公
安
職
俸
給
表

一
級

五
、
○
○
○
円

㈠

二
級

六
、
四
〇
〇
円

㈠

二
級

五
、
○
○
○
円

三
級

七
、
六
〇
〇
円

三
級

六
、
二
○
○
円

四
級

一
三
、
七
〇
〇
円

四
級

一
二
、
三
○
○
円

五
級

一
六
、
九
〇
〇
円

五
級

一
五
、
五
○
○
円

六
級

三
三
、
二
〇
〇
円

六
級

二
六
、
二
○
○
円



七
級

三
四
、
四
〇
〇
円

七
級

二
七
、
四
○
○
円

八
級
以
上

三
六
、
三
〇
〇
円

八
級
以
上

二
九
、
三
○
○
円

公
安
職
俸
給
表

一
級

六
、
四
〇
〇
円

公
安
職
俸
給
表

一
級

五
、
○
○
○
円

㈡

二
級

七
、
六
〇
〇
円

㈡

二
級

六
、
二
○
○
円

三
級

一
三
、
七
〇
〇
円

三
級

一
二
、
三
○
○
円

四
級

一
六
、
九
〇
〇
円

四
級

一
五
、
五
○
○
円

五
級

三
三
、
二
〇
〇
円

五
級

二
六
、
二
○
○
円

六
級

三
四
、
四
〇
〇
円

六
級

二
七
、
四
○
○
円

七
級
以
上

三
六
、
三
〇
〇
円

七
級
以
上

二
九
、
三
○
○
円

研
究
職
俸
給
表

一
級

六
、
四
〇
〇
円

研
究
職
俸
給
表

一
級

五
、
○
○
○
円

二
級

七
、
六
〇
〇
円

二
級

六
、
二
○
○
円

三
級

一
六
、
九
〇
〇
円

三
級

一
五
、
五
○
○
円

四
級

三
四
、
四
〇
〇
円

四
級

二
七
、
四
○
○
円



五
級
以
上

三
六
、
三
〇
〇
円

五
級
以
上

二
九
、
三
○
○
円

指
定
職
俸
給
表

三
六
、
三
〇
〇
円



別
表
（
第
五
条
、
第
六
条
関
係
）

別
表
（
第
五
条
、
第
六
条
関
係
）

俸
給
表
及
び
職
務

相
当
す

定
年
前
再
任
用
短

定
年
前
再
任
用
短

俸
給
表
及
び
職
務

相
当
す

定
年
前
再
任
用
短

定
年
前
再
任
用
短

の
級

る
職
務

時
間
勤
務
職
員
以

時
間
勤
務
職
員
の

の
級

る
職
務

時
間
勤
務
職
員
以

時
間
勤
務
職
員
の

の
級

外
の
職
員
の
月
額

基
準
月
額

の
級

外
の
職
員
の
月
額

基
準
月
額

行
政
職

一
級

九
、
二
〇
〇
円

九
、
二
〇
〇
円

行
政
職

一
級

七
、
二
〇
〇
円

七
、
二
〇
〇
円

俸
給
表

二
級

一
〇
、
八
〇
〇
円

一
〇
、
六
〇
〇
円

俸
給
表

二
級

八
、
八
〇
〇
円

八
、
六
〇
〇
円

㈠

三
級

一
九
、
五
〇
〇
円

一
七
、
五
〇
〇
円

㈠

三
級

一
七
、
五
〇
〇
円

一
五
、
五
〇
〇
円

四
級

二
四
、
一
〇
〇
円

一
八
、
八
〇
〇
円

四
級

二
二
、
一
〇
〇
円

一
六
、
八
〇
〇
円

五
級

四
七
、
四
〇
〇
円

三
七
、
八
〇
〇
円

五
級

三
七
、
四
〇
〇
円

二
七
、
八
〇
〇
円

六
級

四
九
、
二
〇
〇
円

四
〇
、
三
〇
〇
円

六
級

三
九
、
二
〇
〇
円

三
〇
、
三
〇
〇
円

七
級
以

五
一
、
八
〇
〇
円

四
四
、
五
〇
〇
円

七
級
以

四
一
、
八
〇
〇
円

三
四
、
五
〇
〇
円

上

上

専
門
行

一
級

二
級

一
〇
、
八
〇
〇
円

一
〇
、
六
〇
〇
円

専
門
行

一
級

二
級

八
、
八
〇
〇
円

八
、
六
〇
〇
円

政
職
俸

二
級

三
級

一
九
、
五
〇
〇
円

一
七
、
五
〇
〇
円

政
職
俸

二
級

三
級

一
七
、
五
〇
〇
円

一
五
、
五
〇
〇
円

給
表

三
級

四
級

二
四
、
一
〇
〇
円

一
八
、
八
〇
〇
円

給
表

三
級

四
級

二
二
、
一
〇
〇
円

一
六
、
八
〇
〇
円

四
級

六
級

四
九
、
二
〇
〇
円

四
〇
、
三
〇
〇
円

四
級

六
級

三
九
、
二
〇
〇
円

三
〇
、
三
〇
〇
円

五
級
以

七
級
以

五
一
、
八
〇
〇
円

四
四
、
五
〇
〇
円

五
級
以

七
級
以

四
一
、
八
〇
〇
円

三
四
、
五
〇
〇
円

上

上

上

上

税
務
職

一
級

一
級

九
、
二
〇
〇
円

九
、
二
〇
〇
円

税
務
職

一
級

一
級

七
、
二
〇
〇
円

七
、
二
〇
〇
円

俸
給
表

二
級

二
級

一
〇
、
八
〇
〇
円

一
〇
、
六
〇
〇
円

俸
給
表

二
級

二
級

八
、
八
〇
〇
円

八
、
六
〇
〇
円



三
級

三
級

一
九
、
五
〇
〇
円

一
七
、
五
〇
〇
円

三
級

三
級

一
七
、
五
〇
〇
円

一
五
、
五
〇
〇
円

四
級

四
級

二
四
、
一
〇
〇
円

一
八
、
八
〇
〇
円

四
級

四
級

二
二
、
一
〇
〇
円

一
六
、
八
〇
〇
円

五
級

五
級

四
七
、
四
〇
〇
円

三
七
、
八
〇
〇
円

五
級

五
級

三
七
、
四
〇
〇
円

二
七
、
八
〇
〇
円

六
級

六
級

四
九
、
二
〇
〇
円

四
〇
、
三
〇
〇
円

六
級

六
級

三
九
、
二
〇
〇
円

三
〇
、
三
〇
〇
円

七
級
以

七
級
以

五
一
、
八
〇
〇
円

四
四
、
五
〇
〇
円

七
級
以

七
級
以

四
一
、
八
〇
〇
円

三
四
、
五
〇
〇
円

上

上

上

上

公
安
職

一
級

一
級

九
、
二
〇
〇
円

九
、
二
〇
〇
円

公
安
職

一
級

一
級

七
、
二
〇
〇
円

七
、
二
〇
〇
円

俸
給
表

二
級

一
級

九
、
二
〇
〇
円

九
、
二
〇
〇
円

俸
給
表

二
級

一
級

七
、
二
〇
〇
円

七
、
二
〇
〇
円

㈠

三
級

二
級

一
〇
、
八
〇
〇
円

一
〇
、
六
〇
〇
円

㈠

三
級

二
級

八
、
八
〇
〇
円

八
、
六
〇
〇
円

四
級

三
級

一
九
、
五
〇
〇
円

一
七
、
五
〇
〇
円

四
級

三
級

一
七
、
五
〇
〇
円

一
五
、
五
〇
〇
円

五
級

四
級

二
四
、
一
〇
〇
円

一
八
、
八
〇
〇
円

五
級

四
級

二
二
、
一
〇
〇
円

一
六
、
八
〇
〇
円

六
級

五
級

四
七
、
四
〇
〇
円

三
七
、
八
〇
〇
円

六
級

五
級

三
七
、
四
〇
〇
円

二
七
、
八
〇
〇
円

七
級

六
級

四
九
、
二
〇
〇
円

四
〇
、
三
〇
〇
円

七
級

六
級

三
九
、
二
〇
〇
円

三
〇
、
三
〇
〇
円

八
級
以

七
級
以

五
一
、
八
〇
〇
円

四
四
、
五
〇
〇
円

八
級
以

七
級
以

四
一
、
八
〇
〇
円

三
四
、
五
〇
〇
円

上

上

上

上

公
安
職

一
級

一
級

九
、
二
〇
〇
円

九
、
二
〇
〇
円

公
安
職

一
級

一
級

七
、
二
〇
〇
円

七
、
二
〇
〇
円

俸
給
表

二
級

二
級

一
〇
、
八
〇
〇
円

一
〇
、
六
〇
〇
円

俸
給
表

二
級

二
級

八
、
八
〇
〇
円

八
、
六
〇
〇
円

㈡

三
級

三
級

一
九
、
五
〇
〇
円

一
七
、
五
〇
〇
円

㈡

三
級

三
級

一
七
、
五
〇
〇
円

一
五
、
五
〇
〇
円

四
級

四
級

二
四
、
一
〇
〇
円

一
八
、
八
〇
〇
円

四
級

四
級

二
二
、
一
〇
〇
円

一
六
、
八
〇
〇
円

五
級

五
級

四
七
、
四
〇
〇
円

三
七
、
八
〇
〇
円

五
級

五
級

三
七
、
四
〇
〇
円

二
七
、
八
〇
〇
円



六
級

六
級

四
九
、
二
〇
〇
円

四
〇
、
三
〇
〇
円

六
級

六
級

三
九
、
二
〇
〇
円

三
〇
、
三
〇
〇
円

七
級
以

七
級
以

五
一
、
八
〇
〇
円

四
四
、
五
〇
〇
円

七
級
以

七
級
以

四
一
、
八
〇
〇
円

三
四
、
五
〇
〇
円

上

上

上

上

研
究
職

一
級

一
級

九
、
二
〇
〇
円

九
、
二
〇
〇
円

研
究
職

一
級

一
級

七
、
二
〇
〇
円

七
、
二
〇
〇
円

俸
給
表

二
級

二
級

一
〇
、
八
〇
〇
円

一
〇
、
六
〇
〇
円

俸
給
表

二
級

二
級

八
、
八
〇
〇
円

八
、
六
〇
〇
円

三
級

四
級

二
四
、
一
〇
〇
円

一
八
、
八
〇
〇
円

三
級

四
級

二
二
、
一
〇
〇
円

一
六
、
八
〇
〇
円

四
級

六
級

四
九
、
二
〇
〇
円

四
〇
、
三
〇
〇
円

四
級

六
級

三
九
、
二
〇
〇
円

三
〇
、
三
〇
〇
円

五
級
以

七
級
以

五
一
、
八
〇
〇
円

四
四
、
五
〇
〇
円

五
級
以

七
級
以

四
一
、
八
〇
〇
円

三
四
、
五
〇
〇
円

上

上

上

上

指
定
職

五
一
、
八
〇
〇
円

俸
給
表



附

則

（
施
行
期
日
等
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
規
則
九
―
一
二
三
及
び
人
事
院
規
則
一
―
五

七
（
復
興
庁
設
置
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
人
事
院
規
則
の
適
用
の
特
例
等
に
関
す
る
人
事
院
規
則
）
の
規
定
は
、
令
和
七
年

四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
人
事
院
規
則
一
―
五
七
の
一
部
改
正
）

第
二
条

規
則
一
―
五
七
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
の

よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
復
興
庁
が
廃
止
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
お
け
る
人
事
院

（
復
興
庁
が
廃
止
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
お
け
る
人
事
院

規
則
の
適
用
の
特
例
）

規
則
の
適
用
の
特
例
）

第
一
条

復
興
庁
が
廃
止
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
お
け
る
次

第
一
条

復
興
庁
が
廃
止
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
お
け
る
次



の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
規
則
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
規
則
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
同
欄
に
掲
げ
る
規
則
の
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ

て
は
、
同
欄
に
掲
げ
る
規
則
の
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ

る
規
定
中
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ

る
規
定
中
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ

れ
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

れ
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

規
則
九

第
二
条

次
に
掲

次
に
掲
げ
る
組
織

規
則
九

第
二
条

次
に
掲

次
に
掲
げ
る
組
織

―
一
二

げ
る
組

及
び
復
興
庁
設
置

―
一
二

げ
る
組

及
び
復
興
庁
（
復

三
（
本

織

法
（
平
成
二
十
三

三
（
本

織

興
局
を
除
く
。
）

府
省
業

年
法
律
第
百
二
十

府
省
業

に
置
か
れ
る
職

務
調
整

五
号
）
第
十
二
条

務
調
整

手
当
）

第
一
項
に
規
定
す

手
当
）

る
職
又
は
当
該
職

の
つ
か
さ
ど
る
職



務
の
全
部
若
し
く

は
一
部
を
助
け
る

職
に
就
い
て
い
る

職
員
で
構
成
さ
れ

る
組
織

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）



人
事
院
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
●
●
号
）
に
基
づ

き
、
同
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
最
高
の
号
俸
を
超
え
る
俸
給
月
額
を
受
け
る
特
定
任
期
付
職
員
の
俸
給
月
額
の
切
替
え

に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制
定
す
る
。

令
和
七
年
●
月
●
日

人
事
院
総
裁

川

本

裕

子

人
事
院
規
則
九
―
一
五
三

令
和
七
年
改
正
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
最
高
の
号
俸
を
超
え
る
俸
給
月
額
を
受
け
る
特
定
任
期
付
職
員
の
俸
給

月
額
の
切
替
え

令
和
七
年
四
月
一
日
（
以
下
「
適
用
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
に
お
い
て
任
期
付
職
員
法
第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
俸

給
月
額
を
受
け
て
い
た
職
員
の
適
用
日
に
お
け
る
俸
給
月
額
は
、
そ
の
者
の
適
用
日
の
前
日
に
お
け
る
俸
給
月
額
に
対
応
す
る

次
の
表
の
新
俸
給
月
額
欄
に
定
め
る
俸
給
月
額
と
す
る
。



附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

円

988,000

1,112,000

1,191,000

円

1,021,000

1,149,000

1,224,000

適用日の前日に

おける俸給月額
新俸給月額



人
事
院

に
基

人
事
院
規
則
一
六―

員
の

の
一
部
改
正
に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制
定

 
令
和
七
年
●
月
●
日 

人
事
院
総
裁 

川 

本 

裕 

子 

人
事
院
規
則
一
六―

〇―
七
八 

人
事
院
規
則
一
六―

〇

職
員
の
災
害
補
償

の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則 

人
事
院
規
則
一
六―

〇

職
員
の
災
害
補
償

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

 

次
の
表

改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線

を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る

 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
a
 

 

平
均
給
与
額
の
計
算
の
特
例

 

第
十
二
条 

 

第
十
三
条 

採
用
の
日
に
災
害
を
受
け
た
場
合
の
平
均
給

平
均
給
与
額
の
計
算
の
特
例

 
第
十
二
条 

 

第
十
三
条 
採
用
の
日
に
災
害
を
受
け
た
場
合
の
平
均
給



与
額

次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応

当
該
各
号
に
掲
げ
る
金
額
と
す
る

 
一 
給
与
法
第
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
俸
給
表
の

適
用
を
受
け
る
職
員 

俸
給
の

の

び
扶
養
手
当
の
月
額
に
対
す
る
地
域

手
当
の

び
扶
養
手
当
の
月
額
に
対
す

る
研
究
員
調
整
手
当
の
月
額
並
び
に
特
地
勤
務
手
当

給
与
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
手
当
を
含

の
月
額
の
合
計
額
を
三
十
で
除
し
て
得
た
金

額 

二
・
三 

 

第
十
四
条 

 

第
十
五
条 

補
償
を
行
う
べ
き
事
由
が
生
じ
た

与
額

次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応

当
該
各
号
に
掲
げ
る
金
額
と
す
る

 

一 

給
与
法
第
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
俸
給
表
の

適
用
を
受
け
る
職
員 

俸
給
の

の

び
扶
養
手
当
の
月
額
に
対
す
る
地
域

手
当
の

び
扶
養
手
当
の
月
額
に
対
す

る
研
究
員
調
整
手
当
の
月
額
並
び
に
特
地
勤
務
手
当

の
月
額
の
合
計
額
を
三
十
で
除
し
て
得
た
金
額 

  

二
・
三 

 
第
十
四
条 

 

第
十
五
条 
補
償
を
行
う
べ
き
事
由
が
生
じ
た



直
前

の

そ
の
額
が
補
償
法
第
四
条
の
三
又
は

同
法
第
四
条
の
四
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
定
め
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
場
合

規
定
の

適
用
が
な
か
つ
た
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る

条
に
お
い
て
同

次
の
各
号
に
掲
げ
る
金
額
の

合
計
額
に
満
た
な
い
場
合

当
該
合
計
額
を
平
均
給

与
額

 

一 
 

二 

補
償
事
由
発
生
日
に
受
け
る
俸
給
及
び
扶
養
手
当

の
月
額
に
対
す
る
広
域
異
動
手
当
の
月
額
又
は
こ
れ

に
相
当
す
る
給
与
の
月
額
に
つ
い
て
第
十
三
条
各
号

に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
計
算
し
た
金
額 

直
前

の

そ
の
額
が
補
償
法
第
四
条
の
三
又
は

同
法
第
四
条
の
四
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
定
め
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
場
合

規
定
の

適
用
が
な
か
つ
た
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る

条
に
お
い
て
同

次
の
各
号
に
掲
げ
る
金
額
の

合
計
額
に
満
た
な
い
場
合

当
該
合
計
額
を
平
均
給

与
額

 

一 
 

二 

補
償
事
由
発
生
日
に
受
け
る
俸
給
及
び
扶
養
手
当

の
月
額
に
対
す
る
広
域
異
動
手
当
の
月
額
並
び
に
給

与
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
手
当
の
月
額
又
は
こ

れ
ら
に
相
当
す
る
給
与
の
月
額
に
つ
い
て
第
十
三
条



 
第
十
六
条 

離
職
後
に
補
償
を
行
う
べ
き
事
由
が
生
じ
た

場
合

直
前
の
平
均
給
与
額
が
次
の
各
号
に

掲
げ
る
金
額
の
合
計
額
に
満

当
該
合

計
額
を
平
均
給
与
額

 

一 
 

二 

離
職
時
に
占
め
て
い
た
官
職
に
補
償
事
由
発
生
日

ま
で
引
き
続
き
在
職
し
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に

お
い
て
同
日
に
受
け
る
こ
と
と
な
る
俸
給
及
び
扶
養

手
当
の
月
額
に
対
す
る
広
域
異
動
手
当
の
月
額
又
は

こ
れ
に
相
当
す
る
給
与
の
月
額
に
つ
い
て
第
十
三
条

各
号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
計
算
し
た
金
額 

各
号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
計
算
し
た
金
額 

第
十
六
条 

離
職
後
に
補
償
を
行
う
べ
き
事
由
が
生
じ
た

場
合

直
前
の
平
均
給
与
額
が
次
の
各
号
に

掲
げ
る
金
額
の
合
計
額
に
満

当
該
合

計
額
を
平
均
給
与
額

 

一 
 

二 

離
職
時
に
占
め
て
い
た
官
職
に
補
償
事
由
発
生
日

ま
で
引
き
続
き
在
職
し
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に

お
い
て
同
日
に
受
け
る
こ
と
と
な
る
俸
給
及
び
扶
養

手
当
の
月
額
に
対
す
る
広
域
異
動
手
当
の
月
額
並
び

に
給
与
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
手
当
の
月
額
又

は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
給
与
の
月
額
に
つ
い
て
第
十

三
条
各
号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
計
算
し
た
金
額 



 
 

附 

則 
こ
の
規
則

公
布
の
日
か
ら
施
行
し

規
則
に
よ
る
改
正
後
の
規
則
一
六―

〇
の
規
定

令
和
七
年
四
月
一
日
か

ら
適
用

 



人事院公示第●号

人事院は、人事院規則２―４（人事院の職員に対する権限の委任）第２項の規

定に基づき、昭和３８年人事院公示第５号の一部改正に関し、次のとおり決定し

た。

令和７年●●月●●日

人事院総裁 川 本 裕 子

１ 次の表により、改正前欄に掲げる規定（前書きを含む。以下同じ。）の傍線

を付した部分（以下「傍線部分」という。）でこれに対応する改正後欄に掲げ

る規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正前欄

に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分が

ないものは、これを削り、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する

改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。

改 正 後 改 正 前

人事院は、人事院規則２―４（人 人事院は、人事院規則２―４（人

事院の職員に対する権限の委任）第 事院の職員に対する権限の委任）第

２項の規定に基づき、一般職の職員 ２項の規定に基づき、一般職の職員

の給与に関する法律（昭和２５年法 の給与に関する法律（昭和２５年法

律第９５号）、人事院規則９―１ 律第９５号）、人事院規則９―１

（非常勤職員の給与）、人事院規則 （非常勤職員の給与）、人事院規則

９―５（給与簿）、人事院規則９― ９―５（給与簿）、人事院規則９―

６（俸給の調整額）、人事院規則９ ６（俸給の調整額）、人事院規則９

―６―６（人事院規則９―６（俸給 ―６―６（人事院規則９―６（俸給

の調整額）の一部を改正する人事院 の調整額）の一部を改正する人事院

規則）、人事院規則９―７（俸給等 規則）、人事院規則９―７（俸給等

の支給）、人事院規則９―８（初任 の支給）、人事院規則９―８（初任



給、昇格、昇給等の基準）、人事院 給、昇格、昇給等の基準）、人事院

規則９―８―８（人事院規則９―８ 規則９―８―８（人事院規則９―８

（初任給、昇格、昇給等の基準）の （初任給、昇格、昇給等の基準）の

一部を改正する人事院規則）、人事 一部を改正する人事院規則）、人事

院規則９―８―１４（人事院規則９ 院規則９―８―１４（人事院規則９

―８（初任給、昇格、昇給等の基 ―８（初任給、昇格、昇給等の基

準）の一部を改正する人事院規 準）の一部を改正する人事院規

則）、人事院規則９―８―１８（人 則）、人事院規則９―８―１８（人

事院規則９―８（初任給、昇格、昇 事院規則９―８（初任給、昇格、昇

給等の基準）の一部を改正する人事 給等の基準）の一部を改正する人事

院規則）、人事院規則９―８―４０ 院規則）、人事院規則９―８―４０

（人事院規則９―８（初任給、昇 （人事院規則９―８（初任給、昇

格、昇給等の基準）の一部を改正す 格、昇給等の基準）の一部を改正す

る人事院規則）、人事院規則９―８ る人事院規則）、人事院規則９―８

―５７（人事院規則９―８（初任 ―５７（人事院規則９―８（初任

給、昇格、昇給等の基準）の一部を 給、昇格、昇給等の基準）の一部を

改正する人事院規則）、人事院規則 改正する人事院規則）、人事院規則

９―８―６８（人事院規則９―８ ９―８―６８（人事院規則９―８

（初任給、昇格、昇給等の基準）の （初任給、昇格、昇給等の基準）の

一部を改正する人事院規則）、人事 一部を改正する人事院規則）、人事

院規則９―８―９０（人事院規則９ 院規則９―８―９０（人事院規則９

―８（初任給、昇格、昇給等の基 ―８（初任給、昇格、昇給等の基

準）の一部を改正する人事院規 準）の一部を改正する人事院規

則）、人事院規則９―８―９４（人 則）、人事院規則９―８―９４（人

事院規則９―８（初任給、昇格、昇 事院規則９―８（初任給、昇格、昇

給等の基準）の一部を改正する人事 給等の基準）の一部を改正する人事



院規則）、人事院規則９―１５（宿 院規則）、人事院規則９―１５（宿

日直手当）、人事院規則９―１７(俸 日直手当）、人事院規則９―１７(俸

給の特別調整額)、人事院規則９―２ 給の特別調整額)、人事院規則９―２

４（通勤手当）、人事院規則９―３ ４（通勤手当）、人事院規則９―３

０（特殊勤務手当）、人事院規則９ ０（特殊勤務手当）、人事院規則９

―３４（初任給調整手当）、人事院 ―３４（初任給調整手当）、人事院

規則９―４０（期末手当及び勤勉手 規則９―４０（期末手当及び勤勉手

当）、人事院規則９―４３（休日 当）、人事院規則９―４３（休日

給）、人事院規則９―４９（地域手 給）、人事院規則９―４９（地域手

当）、人事院規則９―４９―５７ 当）、人事院規則９―４９―５７

（人事院規則９―４９（地域手当） （人事院規則９―４９（地域手当）

の一部を改正する人事院規則）、人 の一部を改正する人事院規則）、人

事院規則９―５４（住居手当）、人 事院規則９―５４（住居手当）、人

事院規則９―５５（特地勤務手当 事院規則９―５５（特地勤務手当

等）、人事院規則９―５５―１５４ 等）、人事院規則９―８０（扶養手

（人事院規則９―５５（特地勤務手 当）、人事院規則９―８２（俸給の

当等）の一部を改正する人事院規 半減）、人事院規則９―８９（単身

則）、人事院規則９―８０（扶養手 赴任手当）、人事院規則９―９３

当）、人事院規則９―８２（俸給の （管理職員特別勤務手当）、人事院

半減）、人事院規則９―８９（単身 規則９―９７（超過勤務手当）、人

赴任手当）、人事院規則９―９３ 事院規則９―１０２（研究員調整手

（管理職員特別勤務手当）、人事院 当）、人事院規則９―１２１（広域

規則９―９７（超過勤務手当）、人 異動手当）、人事院規則９―１２２

事院規則９―１０２（研究員調整手 （専門スタッフ職調整手当）、人事

当）、人事院規則９―１２１（広域 院規則９―１２３（本府省業務調整

異動手当）、人事院規則９―１２２ 手当）、人事院規則９―１２９（東



（専門スタッフ職調整手当）、人事 日本大震災及び東日本大震災以外の

院規則９―１２３（本府省業務調整 特定大規模災害等並びに特定新型イ

手当）、人事院規則９―１２９（東 ンフルエンザ等に対処するための人

日本大震災及び東日本大震災以外の 事院規則９―３０（特殊勤務手当）

特定大規模災害等並びに特定新型イ の特例）、人事院規則９―１４７

ンフルエンザ等に対処するための人 （給与法附則第８項の規定による俸

事院規則９―３０（特殊勤務手当） 給月額）、人事院規則９―１４８

の特例）、人事院規則９―１４７ （給与法附則第１０項、第１２項又

（給与法附則第８項の規定による俸 は第１３項の規定による俸給）及び

給月額）、人事院規則９―１４８ 人事院規則９―１５１（在宅勤務等

（給与法附則第１０項、第１２項又 手当）に定める人事院の権限及び所

は第１３項の規定による俸給）及び 掌事務の一部委任に関し、次のとお

人事院規則９―１５１（在宅勤務等 り決定した。

手当）に定める人事院の権限及び所

掌事務の一部委任に関し、次のとお

り決定した。

１ （略） １ （略）

２ 委任する権限及び所掌事務 ２ 委任する権限及び所掌事務

一～十二 （略） 一～十二 （略）

十三 人事院規則９―５５（特地 十三 人事院規則９―５５（特地

勤務手当等）に規定する次に掲 勤務手当等）に規定する次に掲

げる事項 げる事項

(1) （略） (1) （略）

(2) 第２条第２項の規定に基づ (2) 第２条第１項の規定に基づ

き、人事院が定めることとさ き、人事院が定めることとさ

れている級別区分について定 れている級別区分について定



めること。 めること。

（削る） (3) 第２条第２項第１号の規定

に基づき、人事院が定めるこ

ととされている場合及び日に

ついて定めること。

(3) 第３条第２号の規定に基づ (3 の 2) 第２条の２第２号の規

き、人事院が定めることとさ 定に基づき、人事院が定める

れている官署について定める こととされている官署につい

こと。 て定めること。

（削る） (4) 第４条第２項の規定に基づ

き、人事院が定めることとさ

れている場合及び日について

定めること。

(4) 第４条第３項第１号又は第 (4 の 2) 第４条第４項第１号又

２号の規定に基づき、人事院 は第２号の規定に基づき、人

が定めることとされている官 事院が定めることとされてい

署について定めること。 る官署について定めること。

(5) 第５条第１項第４号の規定 (5) 第５条第２項第５号の規定

に基づき、人事院が認めるこ に基づき、人事院が認めるこ

ととされている職員について ととされている職員について

認めること。 認めること。

(6) 第５条第２項第６号の規定 (6) 第５条第３項第６号の規定

に基づき、人事院が定めるこ に基づき、人事院が定めるこ

ととされている期間及び額に ととされている期間及び額に

ついて定めること。 ついて定めること。

(7) 第７条第１項の規定に基づ (7) 第８条第１項の規定に基づ



き、人事院が定めることとさ き、人事院が定めることとさ

れている場合について定める れている場合について定める

こと。 こと。

(8) 第７条第２項の規定に基づ (8) 第８条第２項の規定に基づ

き、人事院に対する生活環境 き、人事院に対する生活環境

等の実情の報告について定め 等の実情の報告について定め

ること。 ること。

(9) 第８条の規定に基づき、人 (9) 第９条の規定に基づき、人

事院が定めることとされてい 事院が定めることとされてい

る事項について定めること。 る事項について定めること。

（削る） (10) 第１０条第２項又は第１１

条第２項の規定に基づき、人

事院が定めることとされてい

る事項について定めること。

十三の二 人事院規則９―５５― （新設）

１５４（人事院規則９―５５

（特地勤務手当等）の一部を改

正する人事院規則）附則第３条

の規定に基づき、人事院が定め

ることとされている事項につい

て定めること。

十四～十九 （略） 十四～十九 （略）

二十 人事院規則９―１２３（本 二十 人事院規則９―１２３（本

府省業務調整手当）に規定する 府省業務調整手当）に規定する

次に掲げる事項 次に掲げる事項

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略）



(5) 第４条第１号ホの規定に基 （新設）

づき、人事院が定めることと

されている官職について定め

ること。

(6) 第４条第３号の規定に基づ (5) 第４条第２号の規定に基づ

き、人事院が定めることとさ き、人事院が定めることとさ

れている業務について定める れている業務について定める

こと。 こと。

(7) （略） (6) （略）

二十一～二十四 （略） 二十一～二十四 （略）

３・４ （略） ３・４ （略）

２ この決定による改正は、令和７年４月１日（前書きに係る部分及び第２項第

１３号の次に１号を加える部分については、令和７年●●月●●日）から効力

を発生する。


